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　本市を取り巻く時代の潮流は、人口の減少、急速な少子・
超高齢社会の進展、国際化、高度情報化の進展、地球規
模での環境問題など、大きな転換期にあり、これに伴い
市民意識も個性や感性を重んずる傾向が強まり、多様な
価値観が尊重され、ライフスタイルも多様化しています。
　自治体の行財政運営では、厳しい財政状況下での地方
分権の進展により、「自己決定」と「自己責任」のもと、
評価や成果を重視した施策の展開が求められています。
　本市では、平成17年の市町村合併以降、新市の一体感
の醸成と均衡ある発展を最優先課題として取り上げ、総
合計画前期基本計画に盛り込んだ施策を着実に推進して
きたところでありますが、一方、その間には、世界的な
金融・経済危機の発生、新興国の急速な経済発展、国の
政策の大きな変化や地方分権の一定の進展など本市を取
り巻く社会経済情勢は大きくかつ急速に変化してきてお
ります。
　また、平成26年度末までの北陸新幹線開業を控え、交
流・定住人口の拡大や魅力あるまちづくりなど、開業後
を見据えた取り組みを具体的に推進していくことが求め
られています。

　それに加えて、未曾有の大被害をもたらした東日本大
震災を教訓とした地域防災計画の見直しなど、今後の富
山市の発展に影響を及ぼすと思われる多くの課題に直面
しています。
　このため、時代の大きな変化に対応しながら、それぞ
れの地域における多彩な魅力を最大限に発揮できるまち
づくりを進める必要があり、都市と自然が共生する活力
ある富山市の創造を目指し、市民との協働を基本とした
後期基本計画を策定するものです。

　総合計画基本構想は、本市のまちづくりにおける長期
的かつ基本的な方向を示し、県都として、また、日本海
側有数の中核都市として発展を遂げていくため、今後の
目標を定め、これを実現していくための指針として位置
づけしています。
　後期基本計画については、基本構想に基づき、前期基
本計画の成果と課題を検証し、本市の目指す都市像の実
現に向けて、目標年度である平成28年度までの施策の方
向性を明らかにするものです。

後期基本計画の趣旨

後期基本計画の位置づけ
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　この総合計画は、「基本構想」、「基本計画」、「実施計画」
で構成します。

（１）基本構想
　基本構想は、長期的な展望のもと、本市が目指す都市
像とまちづくりの目標を定め、その目標を達成するため

の施策の基本的な方向を定めるものです。

（２）基本計画
　基本計画は、基本構想を具体化するための基本的な施
策を体系的に明らかにするものです。

（３）実施計画
　実施計画は、基本計画で定める施策を計画的に実施す
るため必要な事業を明らかにするものであり、社会・経
済情勢などの変化に応じながら、施策の実効性の確保を
図るため、毎年度策定するものです。

　後期基本計画の期間は、初年度を平成24年度、目標年度を平成28年度とします。

１　総合計画の構成

2　基本計画の期間

　本市が、合併によって引き継いださまざまな貴重な資
源を大切にしながら、持続的に発展するためには、時代
の潮流をとらえ、的確に対応していく必要があります。
　このため、今日の時代潮流を特に次のようなものとし
てとらえ、まちづくりを進めていきます。

１　人口減少と少子・超高齢社会の進行
　出生率の低下などに伴い、人口が減少に転じるととも
に、少子・超高齢社会の進行が、今後さらに加速してい
くものと予想されます。
　人口が減少していく中で、高齢者や女性を含む多様な
人材の能力が十分に発揮されないままでは、経済活動を
維持していくための労働力の低下をもたらし、消費需要
の減少などにより経済活力の減退が懸念されるほか、社

会保障給付の増加や制度を支える若い世代の負担増が顕
在化してきており、税制や社会保障制度の抜本的見直し
が喫緊の課題となっています。
　また、団塊の世代の定年退職により、この世代が築き
上げてきた熟練技術の継承が困難になるということが懸
念されます。
　このため、それぞれの人がもつさまざまな技術や能力
が発揮できる社会、健康で生きがいをもてる社会、安心
して子どもを生み育てることができる社会の実現を目指

す必要があります。

２　日常生活における危機感の高まり
　国内外において、台風や集中豪雨などの自然災害が多
発し、また、人命に関わるさまざまな事件、事故が頻発

基　本　構　想

後期基本計画前期基本計画

平成19年度
（2007）

23年度
（2011）

24年度
（2012）

28年度
（2016）

総合計画の構成及び基本計画の期間

時代の潮流
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しています。
　特に、東日本大震災を教訓として、地震・津波対策や
原子力対策、自然エネルギー対策などについて、基本的
な見直し・充実が求められています。
　さらに、犯罪形態も凶悪化、複雑化しており、これら
が住民の不安の増大につながっているものと思われます。
　このような状況の中で、市民の安全と安心を確保する
ことは、行政の基本的な責務であるとともに、経済・社
会の持続的発展のための重要な基盤となります。
　また、安全の確保のためには、市民一人ひとりが危機
管理意識をもつとともに、市民、地域、企業、行政など
が連携し、安全な社会の実現に向けたさまざまな活動を
推進する必要があります。

３　�グローバル化の進展と環境問題に対する地球
規模での取り組み

　近年、社会経済活動のグローバル化・ボーダレス化が
急速に進展し、人・もの・資本・情報などの移動が多様
かつ活発になり、世界単一市場化の流れが加速しつつあ
ります。
　さらに、世界的な企業間競争や国際競争の激化、国際
分業の深化などが進む中で、アジアをはじめとした、安
価な労働力と旺盛な購買力を持つ市場が急速に拡大して
います。
　このような中で、新産業の創出や付加価値の高い製品
の開発、新分野への転換など、技術力の向上により国際
競争力を高めることが求められています。
　また、経済発展などに伴い、地球温暖化への対応や、
エネルギーの安定的確保、食料の安定供給が世界的規模
での重要な課題となっており、その解決のために、国際
的枠組みづくりが急務となっています。
　環境保全と経済活動の両立を図りつつ、脱温暖化社会
を実現するためには、二酸化炭素などの温室効果ガスの
排出削減や森林の整備・保全などの取り組みを確実に実
施するとともに、技術開発や市民レベルでの運動を展開
するなど、環境・エネルギー問題に総合的に対処してい
く必要があります。

４　�情報化の進展と知的・文化的価値観を尊重す
る社会の到来

　情報化の進展により、時間的・地理的距離を超えて価
値を共有する枠組み・連携が活発になっており、これに
伴い、働き方、住み方、人のつながりなどの生活スタイ
ルも大きく変化してきています。
　また、知的価値の生産やその活用がより重視され、文
化的な価値がより尊重される時代を迎えつつあります。
　これまでの工業社会で必要とされていた、大量の均質
な労働力ではなく、情報を活用し、総合的な発想力をも
つ多様な個人が知的価値・文化的価値を生み出していく
ことになります。
　このため、広い視野と豊かな創造性を持ち、時代の要
請に的確かつ機動的に応えることができる人材の育成や、
独創的・先端的な学術研究、芸術文化活動の推進を図る
必要があります。

５　地方分権・構造改革・規制緩和の進展
　地方分権改革については、いわゆる「地域主権改革関
連３法」が平成23年４月に成立し、義務付け・枠付けが
見直されたことに加えて、「国と地方の協議の場」が法制
化されたところであり、今後、東日本大震災からの復旧・
復興に向けた、国と地域が一丸となった取り組みや、今
後の地方自治に関する諸課題を協議していく上で、極め
て重要なものになると思われます。
　しかしながら、国と地方の役割分担や地方税財源の充
実など、まだまだ多くの課題が残されています。
　このような状況の中で、基礎自治体である市町村は、
住民に最も身近な総合的な行政主体として自己決定・自
己責任の原則のもと、これまで以上に自立性を高め、分
権型社会の新しい行政システムを構築していくことが求
められています。
　今後、権限移譲などによる地域の知恵と工夫の発揮、
成果を重視した政策への転換、さらには、自由な経済活
動を活性化するための規制の見直し、行政の簡素化や透
明性の確保に努めるなど、地域の自主的・自立的な取り
組みのための環境整備などを進め、活力ある持続可能な
地域づくりを推進することが必要です。
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　今後のまちづくりを進めるにあたり、その主要課題と
して、次に掲げる12項目を設定し、その対応に取り組ん
でいきます。

１　人口減少と少子化への対応
　本市の人口は、減少傾向に転じ、年少人口も減少し続
けていくと予測しています。少子化が進展し、人口が減
少し続けると、地域の活力の低下を招くばかりではなく、
現行の各種制度の維持が困難になります。
　今後は、あらゆる分野において子どもを生み育てやす
い環境の整備を図り、子どもたちの個性を尊重し、生き
る力を育む教育の充実に努めるとともに、若者等の市外
流出に歯止めをかけ、働き盛りの年代も含めた市内の定
住、IJUターンの促進、大都市圏等と本市の二地域居住に
よる交流・定住人口の拡大など、人口が減少する時代の
中にあっても一定程度の人口維持力を保持できるような
総合力の高い施策を推進する必要があります。

２　超高齢社会への対応
　本市の人口構成は、平成30年代には概ね総人口の３人
に１人が65歳以上の高齢者になり、核家族化の進展によ
り一人暮らしの高齢者も増加すると予測しています。
　今後は、高齢者一人ひとりの生活が尊重され、住み慣
れた地域で生涯にわたり健康で生きがいをもって暮らせ
る社会づくりを進める必要があります。

３　危機管理・防災対策
　本市は、急峻な山々や大小の河川、活断層を有すると
ともに、市の一部が特別豪雪地帯に指定されており、浸
水や地すべり、地震、津波などによる災害の発生が危惧
されています。
　今後は、東日本大震災を教訓として、これらの自然災
害への防災・減災対策に加え、感染症の発生、危険物の
流出、さらにはテロなどへの対応を含めた総合的な危機
管理体制を整備する必要があります。

４　環境政策
　本市の豊かな自然環境などを将来に継承し、さらには
地球温暖化をはじめとする地球規模の環境問題に積極的
に取り組む必要があります。
　今後は、市民・事業者・行政が一体となって「もった
いない」の心がけによりエネルギー資源の無駄をなくす
ため、リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リ

サイクル（再生利用）を実践するとともに、新エネルギー
の積極的な活用を図るなど、地球環境の保全に向けた活
動を展開していく必要があります。

５　森林政策
　本市の面積の約７割は森林が占めていますが、林業の
衰退により森林荒廃が進み、土砂崩壊防止や水源の涵養、
二酸化炭素の吸収など森林の果たす多面的な機能の低下
が懸念されています。
　今後は、森林の公益的機能の重要性について意識啓発
を図り、森林を市民共通の財産として守り育てていく必
要があります。

６　個性ある地域の発展と一体性の確保
　本市には、海岸部から山岳地帯までの広大な市域に、
それぞれの地域が受け継いできた豊かな自然、歴史・伝
統文化があります。
　今後は、これらの地域における多彩な魅力を発揮しな
がら、それぞれの地域が交流・連携し、それぞれの持つ
特性を全市民共通の財産としていくことにより一体性を
確保し、一層の発展につなげていく必要があります。

７　広域的な拠点性の向上
　本市は、鉄道、道路、空港、港湾などの基盤整備が進
んでおり、交通の要衝地となっています。
　また、平成26年度末までに開業の北陸新幹線や富山高
山連絡道路の整備、富山空港の機能充実により国内外と
の物流や交流人口の増加が見込まれる一方、いわゆるス
トロー現象の発生が懸念されています。
　さらに、東日本大震災により、日本全体としてのリス
ク分散が指摘されている中で、今後は、「街の顔」となる
富山駅周辺を整備するとともに、中心市街地では高次都
市機能を一層集積させ、本市が太平洋側や首都圏地域の

まちづくりの主要課題第5章
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しています。
　特に、東日本大震災を教訓として、地震・津波対策や
原子力対策、自然エネルギー対策などについて、基本的
な見直し・充実が求められています。
　さらに、犯罪形態も凶悪化、複雑化しており、これら
が住民の不安の増大につながっているものと思われます。
　このような状況の中で、市民の安全と安心を確保する
ことは、行政の基本的な責務であるとともに、経済・社
会の持続的発展のための重要な基盤となります。
　また、安全の確保のためには、市民一人ひとりが危機
管理意識をもつとともに、市民、地域、企業、行政など
が連携し、安全な社会の実現に向けたさまざまな活動を
推進する必要があります。

３　�グローバル化の進展と環境問題に対する地球
規模での取り組み

　近年、社会経済活動のグローバル化・ボーダレス化が
急速に進展し、人・もの・資本・情報などの移動が多様
かつ活発になり、世界単一市場化の流れが加速しつつあ
ります。
　さらに、世界的な企業間競争や国際競争の激化、国際
分業の深化などが進む中で、アジアをはじめとした、安
価な労働力と旺盛な購買力を持つ市場が急速に拡大して
います。
　このような中で、新産業の創出や付加価値の高い製品
の開発、新分野への転換など、技術力の向上により国際
競争力を高めることが求められています。
　また、経済発展などに伴い、地球温暖化への対応や、
エネルギーの安定的確保、食料の安定供給が世界的規模
での重要な課題となっており、その解決のために、国際
的枠組みづくりが急務となっています。
　環境保全と経済活動の両立を図りつつ、脱温暖化社会
を実現するためには、二酸化炭素などの温室効果ガスの
排出削減や森林の整備・保全などの取り組みを確実に実
施するとともに、技術開発や市民レベルでの運動を展開
するなど、環境・エネルギー問題に総合的に対処してい
く必要があります。

４　�情報化の進展と知的・文化的価値観を尊重す
る社会の到来

　情報化の進展により、時間的・地理的距離を超えて価
値を共有する枠組み・連携が活発になっており、これに
伴い、働き方、住み方、人のつながりなどの生活スタイ
ルも大きく変化してきています。
　また、知的価値の生産やその活用がより重視され、文
化的な価値がより尊重される時代を迎えつつあります。
　これまでの工業社会で必要とされていた、大量の均質
な労働力ではなく、情報を活用し、総合的な発想力をも
つ多様な個人が知的価値・文化的価値を生み出していく
ことになります。
　このため、広い視野と豊かな創造性を持ち、時代の要
請に的確かつ機動的に応えることができる人材の育成や、
独創的・先端的な学術研究、芸術文化活動の推進を図る
必要があります。

５　地方分権・構造改革・規制緩和の進展
　地方分権改革については、いわゆる「地域主権改革関
連３法」が平成23年４月に成立し、義務付け・枠付けが
見直されたことに加えて、「国と地方の協議の場」が法制
化されたところであり、今後、東日本大震災からの復旧・
復興に向けた、国と地域が一丸となった取り組みや、今
後の地方自治に関する諸課題を協議していく上で、極め
て重要なものになると思われます。
　しかしながら、国と地方の役割分担や地方税財源の充
実など、まだまだ多くの課題が残されています。
　このような状況の中で、基礎自治体である市町村は、
住民に最も身近な総合的な行政主体として自己決定・自
己責任の原則のもと、これまで以上に自立性を高め、分
権型社会の新しい行政システムを構築していくことが求
められています。
　今後、権限移譲などによる地域の知恵と工夫の発揮、
成果を重視した政策への転換、さらには、自由な経済活
動を活性化するための規制の見直し、行政の簡素化や透
明性の確保に努めるなど、地域の自主的・自立的な取り
組みのための環境整備などを進め、活力ある持続可能な
地域づくりを推進することが必要です。
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　今後のまちづくりを進めるにあたり、その主要課題と
して、次に掲げる12項目を設定し、その対応に取り組ん
でいきます。

１　人口減少と少子化への対応
　本市の人口は、減少傾向に転じ、年少人口も減少し続
けていくと予測しています。少子化が進展し、人口が減
少し続けると、地域の活力の低下を招くばかりではなく、
現行の各種制度の維持が困難になります。
　今後は、あらゆる分野において子どもを生み育てやす
い環境の整備を図り、子どもたちの個性を尊重し、生き
る力を育む教育の充実に努めるとともに、若者等の市外
流出に歯止めをかけ、働き盛りの年代も含めた市内の定
住、IJUターンの促進、大都市圏等と本市の二地域居住に
よる交流・定住人口の拡大など、人口が減少する時代の
中にあっても一定程度の人口維持力を保持できるような
総合力の高い施策を推進する必要があります。

２　超高齢社会への対応
　本市の人口構成は、平成30年代には概ね総人口の３人
に１人が65歳以上の高齢者になり、核家族化の進展によ
り一人暮らしの高齢者も増加すると予測しています。
　今後は、高齢者一人ひとりの生活が尊重され、住み慣
れた地域で生涯にわたり健康で生きがいをもって暮らせ
る社会づくりを進める必要があります。

３　危機管理・防災対策
　本市は、急峻な山々や大小の河川、活断層を有すると
ともに、市の一部が特別豪雪地帯に指定されており、浸
水や地すべり、地震、津波などによる災害の発生が危惧
されています。
　今後は、東日本大震災を教訓として、これらの自然災
害への防災・減災対策に加え、感染症の発生、危険物の
流出、さらにはテロなどへの対応を含めた総合的な危機
管理体制を整備する必要があります。

４　環境政策
　本市の豊かな自然環境などを将来に継承し、さらには
地球温暖化をはじめとする地球規模の環境問題に積極的
に取り組む必要があります。
　今後は、市民・事業者・行政が一体となって「もった
いない」の心がけによりエネルギー資源の無駄をなくす
ため、リデュース（発生抑制）、リユース（再使用）、リ

サイクル（再生利用）を実践するとともに、新エネルギー
の積極的な活用を図るなど、地球環境の保全に向けた活
動を展開していく必要があります。

５　森林政策
　本市の面積の約７割は森林が占めていますが、林業の
衰退により森林荒廃が進み、土砂崩壊防止や水源の涵養、
二酸化炭素の吸収など森林の果たす多面的な機能の低下
が懸念されています。
　今後は、森林の公益的機能の重要性について意識啓発
を図り、森林を市民共通の財産として守り育てていく必
要があります。

６　個性ある地域の発展と一体性の確保
　本市には、海岸部から山岳地帯までの広大な市域に、
それぞれの地域が受け継いできた豊かな自然、歴史・伝
統文化があります。
　今後は、これらの地域における多彩な魅力を発揮しな
がら、それぞれの地域が交流・連携し、それぞれの持つ
特性を全市民共通の財産としていくことにより一体性を
確保し、一層の発展につなげていく必要があります。

７　広域的な拠点性の向上
　本市は、鉄道、道路、空港、港湾などの基盤整備が進
んでおり、交通の要衝地となっています。
　また、平成26年度末までに開業の北陸新幹線や富山高
山連絡道路の整備、富山空港の機能充実により国内外と
の物流や交流人口の増加が見込まれる一方、いわゆるス
トロー現象の発生が懸念されています。
　さらに、東日本大震災により、日本全体としてのリス
ク分散が指摘されている中で、今後は、「街の顔」となる
富山駅周辺を整備するとともに、中心市街地では高次都
市機能を一層集積させ、本市が太平洋側や首都圏地域の
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12

後
期
基
本
計
画
（
総
論
）

代替機能を有することができるように、中核都市として
の拠点性を高める必要があります。
　一方、環日本海地域などとの交流を促進し、広域観光
を推進するなど、産業や観光などの面で具体的かつ戦略
的な取り組みを進めていく必要があります。

８　コンパクトなまちづくり
　本市は、中心市街地の人口減少や、市街地の外延化な
どにより薄く拡がった市街地を形成しており、このよう
な人口が拡散した都市はさまざまな機能が非効率である
といえます。
　今後は、市街地の拡散に歯止めをかけ、都心部やそれ
ぞれの地域の生活拠点地区への人口集積を図り、生活に
必要な都市の諸機能を集積させ、鉄軌道や幹線バスなど
の公共交通の活性化を軸とした、歩いて暮らせるコンパ
クトなまちづくりを進める必要があります。
　特に、歩行によるまちなかへの外出誘導は、中心市街
地の活性化はもとより、健康の保持増進や医療費の削減
効果が期待できることから、非常に重要であると考えて
います。

９　地域力の強化
　本市には、住民組織、ボランティア団体、教育・文化
団体など、地域で活発に活動している組織・団体が数多
くあります。
　今後は、東日本大震災を教訓として、これらの組織・
団体をはじめとして、市民との協働により福祉や健康づ
くり、環境、防犯・防災などのさまざまな分野を担う人
づくりや、家庭、学校、地域の連携をより深め、子ども

たちを健やかに育てるなど、地域全体で支えあう仕組み
づくりを進め、地域の力を高める必要があります。

10　地域産業の活性化
　本市では、「くすりの富山」として有名な医薬品製造・
販売などの商工業や、稲作を中心とする農業、富山湾で
の水産業など、市民の暮らしを支えるさまざまな産業が
発展してきました。
　今後は、これらの基盤産業の発展を図るとともに、多
様な担い手の確保、企業立地の促進や新たな産業の育成
にも努め、地域産業を活性化する必要があります。

11　富山の魅力の発信
　本市には、海・川・森・山などの豊かな自然環境があり、
これらに育まれた魚介類や農産物をはじめとする特産品
や食文化、さらには、歴史・伝統文化など多様な資源が
あります。
　今後は、市民一人ひとりがこれらの資源に誇りを持ち、
守り育てるとともに、国内外にその魅力を発信する必要
があります。

12　効率的な行財政運営
　本市の財政状況は、市税収入をはじめとした歳入の伸
びが期待できない一方、扶助費や公債費などの義務的経
費が増加するため、今後も極めて厳しい状況が続くと見
込まれます。
　今後は、行政改革や事務事業の見直しを徹底して行う
など、財政の健全性を維持しつつ、成果を重視した効果
的かつ効率的な行政運営を進めていく必要があります。

（１）総人口
　本市の総人口は、国勢調査の結果では、平成17年の
421,239人から平成22年の421,953人（平成22年国勢調
査人口確定値（平成23年10月））と微かながら増加しま
した。
　今後は減少に転じ、基本計画の目標年次に最も近い平
成27年には、平成22年と比較して約9,000人減少し、約

413,000人になると見込まれます。

（２）年齢３区分別人口
（年少人口）
　年少人口（0～ 14歳）の総人口に占める割合は、平成
17年では13.7％でしたが、長期的な出生数の減少傾向か
ら、平成27年には約12％になることが予想されます。
（生産年齢人口）
　生産年齢人口（15～ 64歳）についても、少子化の影
響により、平成27年には約244,000人になるものと見込
まれます。

基本指標第6章
第1節   人口の見通し

１　総人口・年齢別人口
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　生産年齢人口の総人口に占める割合は、平成27年には
約59％になることが予想されます。
（高齢人口）
　高齢人口（65歳以上）は、平均寿命の伸びなどにより、

平成27年には約118,000人になるものと見込まれます。
　高齢人口の総人口に占める割合は、平成17年では
21.5％でしたが、平成27年には約29％となり、高齢化が
一段と進むものと予想されます。
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420,804 人 421,239 人 421,953 人 約 413,000 人 約 403,000 人 約 390,000 人

平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 平成 32年 平成 37年

60
（14％）

58
（14％）

56
（13％）

約 51
（12％）

約 44
（11％）

約 38
（10％）

281
（67％）

273
（65％）

263
（62％） 約 244

（59％） 約 234
（58％）

約 227
（58％）

80
（19％）

90
（21％）

103
（25％） 約 118

（29％） 約 125
（31％） 約 125

（32％）

高齢人口
生産年齢人口
年少人口

平成 22年 富山市人口ピラミッド

0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,00020,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0

90 歳以上

80～84 歳

70～74 歳

60～64 歳

50～54 歳

40～44 歳

30～34 歳

20～24 歳

10～14 歳

4 歳 以 下

（人）（人）

平成 32年 富山市人口ピラミッド

0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,00020,000 16,000 12,000 8,000 4,000 0

90 歳以上

80～84 歳

70～74 歳

60～64 歳

50～54 歳

40～44 歳

30～34 歳

20～24 歳

10～14 歳

4 歳 以 下

（人）（人）

男性
女性



12

後
期
基
本
計
画
（
総
論
）

代替機能を有することができるように、中核都市として
の拠点性を高める必要があります。
　一方、環日本海地域などとの交流を促進し、広域観光
を推進するなど、産業や観光などの面で具体的かつ戦略
的な取り組みを進めていく必要があります。

８　コンパクトなまちづくり
　本市は、中心市街地の人口減少や、市街地の外延化な
どにより薄く拡がった市街地を形成しており、このよう
な人口が拡散した都市はさまざまな機能が非効率である
といえます。
　今後は、市街地の拡散に歯止めをかけ、都心部やそれ
ぞれの地域の生活拠点地区への人口集積を図り、生活に
必要な都市の諸機能を集積させ、鉄軌道や幹線バスなど
の公共交通の活性化を軸とした、歩いて暮らせるコンパ
クトなまちづくりを進める必要があります。
　特に、歩行によるまちなかへの外出誘導は、中心市街
地の活性化はもとより、健康の保持増進や医療費の削減
効果が期待できることから、非常に重要であると考えて
います。

９　地域力の強化
　本市には、住民組織、ボランティア団体、教育・文化
団体など、地域で活発に活動している組織・団体が数多
くあります。
　今後は、東日本大震災を教訓として、これらの組織・
団体をはじめとして、市民との協働により福祉や健康づ
くり、環境、防犯・防災などのさまざまな分野を担う人
づくりや、家庭、学校、地域の連携をより深め、子ども

たちを健やかに育てるなど、地域全体で支えあう仕組み
づくりを進め、地域の力を高める必要があります。

10　地域産業の活性化
　本市では、「くすりの富山」として有名な医薬品製造・
販売などの商工業や、稲作を中心とする農業、富山湾で
の水産業など、市民の暮らしを支えるさまざまな産業が
発展してきました。
　今後は、これらの基盤産業の発展を図るとともに、多
様な担い手の確保、企業立地の促進や新たな産業の育成
にも努め、地域産業を活性化する必要があります。

11　富山の魅力の発信
　本市には、海・川・森・山などの豊かな自然環境があり、
これらに育まれた魚介類や農産物をはじめとする特産品
や食文化、さらには、歴史・伝統文化など多様な資源が
あります。
　今後は、市民一人ひとりがこれらの資源に誇りを持ち、
守り育てるとともに、国内外にその魅力を発信する必要
があります。

12　効率的な行財政運営
　本市の財政状況は、市税収入をはじめとした歳入の伸
びが期待できない一方、扶助費や公債費などの義務的経
費が増加するため、今後も極めて厳しい状況が続くと見
込まれます。
　今後は、行政改革や事務事業の見直しを徹底して行う
など、財政の健全性を維持しつつ、成果を重視した効果
的かつ効率的な行政運営を進めていく必要があります。

（１）総人口
　本市の総人口は、国勢調査の結果では、平成17年の
421,239人から平成22年の421,953人（平成22年国勢調
査人口確定値（平成23年10月））と微かながら増加しま
した。
　今後は減少に転じ、基本計画の目標年次に最も近い平
成27年には、平成22年と比較して約9,000人減少し、約

413,000人になると見込まれます。

（２）年齢３区分別人口
（年少人口）
　年少人口（0～ 14歳）の総人口に占める割合は、平成
17年では13.7％でしたが、長期的な出生数の減少傾向か
ら、平成27年には約12％になることが予想されます。
（生産年齢人口）
　生産年齢人口（15～ 64歳）についても、少子化の影
響により、平成27年には約244,000人になるものと見込
まれます。

基本指標第6章
第1節   人口の見通し
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　生産年齢人口の総人口に占める割合は、平成27年には
約59％になることが予想されます。
（高齢人口）
　高齢人口（65歳以上）は、平均寿命の伸びなどにより、

平成27年には約118,000人になるものと見込まれます。
　高齢人口の総人口に占める割合は、平成17年では
21.5％でしたが、平成27年には約29％となり、高齢化が
一段と進むものと予想されます。
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　世帯数は、平成22年には159,151世帯（平成22年国勢
調査人口確定値（平成23年10月））で、一世帯当たりの
平均人員2.65人でした。今後も、核家族化の進展や単独
世帯の増加により、世帯数が増えていくものと予想され、
平成27年には約162,000世帯になるものと推定されます。

その中でも特に高齢者の単独世帯が増加するものと予想
されます。
　また、一世帯当たりの平均人員は、平成27年には2.54
人に減少するものと推定されます。

　昼間人口は、平成12年をピークに減少に転じ、平成27
年には約436,000人になると見込まれます。
　一方、昼夜間人口比率（夜間人口（総人口）に対する

昼間人口の比率）については、今後も、現在と同程度の
比率で推移するものと見込まれます。

２　世帯数
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　就業人口は、平成17年では214,634人でしたが、平成
27年には約197,000人になり、すべての産業で減少が見
込まれます。特に第１次産業では、平成17年の6,561人

から平成27年には約4,300人と約35％減少し、担い手や
後継者不足などの問題がより一層深刻化するものと予想
されます。

　本市の総人口は、国勢調査の結果では、平成17年の
421,239人から平成22年の421,953人と微増しました。
　これは、次のとおり、富山市将来人口推計や国立社会
保障・人口問題研究所の推計を上回っています。
　・�富山市将来人口推計（平成17年10月推計）　
　　419,090人（▲2,863人）

　・�国立社会保障・人口問題研究所の推計（平成20年12
月推計）416,735人（▲5,218人）

　人口推計を上回った理由のひとつとして、次のとおり、
平成20年以降、転入が転出を上回る「社会増」となって
おり、その差は拡大傾向にあるといえます。

　これらの人口の見通しについては、過去のトレンドに
基づくものであり、富山市の政策目標や今後の施策の効
果を見込んだものではありません。
　後期基本計画では、時代の変化や要請に的確に対応し

ながら、それぞれの地域における多彩な魅力を最大限に
発揮し、人口が減少する時代の中にあっても一定程度の
人口維持力を保持できるような総合力の高いまちづくり
を進めていく必要があります。

４　産業分類別人口

５　人口動態
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　世帯数は、平成22年には159,151世帯（平成22年国勢
調査人口確定値（平成23年10月））で、一世帯当たりの
平均人員2.65人でした。今後も、核家族化の進展や単独
世帯の増加により、世帯数が増えていくものと予想され、
平成27年には約162,000世帯になるものと推定されます。

その中でも特に高齢者の単独世帯が増加するものと予想
されます。
　また、一世帯当たりの平均人員は、平成27年には2.54
人に減少するものと推定されます。

　昼間人口は、平成12年をピークに減少に転じ、平成27
年には約436,000人になると見込まれます。
　一方、昼夜間人口比率（夜間人口（総人口）に対する

昼間人口の比率）については、今後も、現在と同程度の
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27年には約197,000人になり、すべての産業で減少が見
込まれます。特に第１次産業では、平成17年の6,561人

から平成27年には約4,300人と約35％減少し、担い手や
後継者不足などの問題がより一層深刻化するものと予想
されます。

　本市の総人口は、国勢調査の結果では、平成17年の
421,239人から平成22年の421,953人と微増しました。
　これは、次のとおり、富山市将来人口推計や国立社会
保障・人口問題研究所の推計を上回っています。
　・�富山市将来人口推計（平成17年10月推計）　
　　419,090人（▲2,863人）

　・�国立社会保障・人口問題研究所の推計（平成20年12
月推計）416,735人（▲5,218人）

　人口推計を上回った理由のひとつとして、次のとおり、
平成20年以降、転入が転出を上回る「社会増」となって
おり、その差は拡大傾向にあるといえます。

　これらの人口の見通しについては、過去のトレンドに
基づくものであり、富山市の政策目標や今後の施策の効
果を見込んだものではありません。
　後期基本計画では、時代の変化や要請に的確に対応し

ながら、それぞれの地域における多彩な魅力を最大限に
発揮し、人口が減少する時代の中にあっても一定程度の
人口維持力を保持できるような総合力の高いまちづくり
を進めていく必要があります。

４　産業分類別人口

５　人口動態

0

50

100

150

200

250
（千人）

就業人口の推移と見通し

平成 12年 平成 17年 平成 22年 平成 27年 平成 32年 平成 37年

220,143 人 214,634 人
約 207,000 人

約 197,000 人
約 189,000 人

約 181,000 人

141
（64％） 143

（66％） 約 140
（67％）

約 137
（70％）

約 134
（71％）

約 131
（72％）

73
（33％） 65

（31％） 約 61
（30％） 約 56

（28％）
約 51
（27％）

約 47
（26％）6

（3％）
7

（3％）
約 5
（3％）

約 4
（2％）

約 4
（2％）

約 3
（2％）

第３次産業
第２次産業
第１次産業

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

0

11,055 10,883
10,469

10,023
9,428

11,281
10,906 10,735

10,343 10,108

3,499
3,5053,5483,5303,689

4,2354,0264,0173,9473,792

（人）
人口動態

平成 18年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年

転入
転出
死亡
出生



16

後
期
基
本
計
画
（
総
論
）

第
６
章
　
基
本
指
標

　前回（平成20年）調査では、前々回（平成17年）調査
に比べて、「住み良い」「まあ住み良い」と回答した人を
合わせた割合と、「あまり住み良くない」「住みにくい」と
回答した人を合わせた割合が、それぞれわずかに低くなっ

ていましたが、今回（平成22年）調査では、前回（平成
20年）調査及び前々回（平成17年）調査と比較しても、「住
み良い」と回答した人の割合が若干高くなり、「住みにく
い」と回答した人の割合がわずかに低くなっています。

　総合計画の62の施策について、市民の満足度を調査し
たところ、今回（平成22年）調査と前回（平成20年）調
査を比較すると、「満足」の割合の高い施策の上位３位ま
でに大きな変動はありませんが、前回（平成20年）調査
では12位であった「安全で快適なまちづくり」が、今回（平

成22年）調査では４位に順位を上げています。
　逆に「地域を結び生活を支える道路網の整備」（前回８
位、今回14位）、「賑わいと交流の都市空間の整備・充実」（前
回６位、今回15位）は順位を下げています。

　特に「不満」の順位が下がったものでは、「エネルギー
の有効活用」（前回８位、今回21位）、「災害に強いまちづ
くり」（前回26位、今回49位）などがあります。
　逆に「賑わいと交流の都市空間の整備・充実」（前回10

位、今回４位）、「とやまの魅力と活力を築くものづくり・
しくみづくり」（前回12位、今回６位）などは順位を上げ
ています。

１　富山市の住みよさ

２　施策の満足度
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（スポーツ教室・イベントの開催、体育施設の整備など）

市民・企業・行政の協働による環境負荷低減への取り組み
（資源回収支援、ふるさと富山美化大作戦の実施など）
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　総合計画の62の施策のうち最も重点的に取り組むべき
施策を調査したところ、「高齢者・障害者への支援」（前
回２位、今回１位）、「賑わいと交流の都市空間の整備・充
実」（前回15位、今回５位）、「とやまの未来を築く新産業・
新事業の創造」（前回29位、今回８位）、「雪に強いまちづ

くり」（前回18位、今回10位）などは順位を上げています。
　逆に、「職員の意識改革と組織の活性化」（前回４位、今
回７位）、「一人ひとりが尊重される平和な社会づくり」（前
回６位、今回15位）、「エネルギーの有効活用」（前回10位、
今回28位）などは順位を下げています。

３　今後のまちづくりの重点

0 10 20 30 40 50（％）

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

９位

１０位

『不満』（不満＋やや不満）１位から 10位

拠点を結ぶ交通体系の再構築
（公共交通の利便性の向上など）

歩いて暮らせるまちづくりの推進
（コンパクトなまちの実現、公共交通の活用など）

職員の意識改革と組織の活性化
（多様な行政ニーズに対応できる市職員の育成など）

賑わいと交流の都市空間の整備・充実
（富山駅周辺、中心市街地の整備など）

計画的で効率的な行財政運営の推進
（健全財政の維持、職員数の適正化など）

とやまの魅力と活力を築くものづくり・しくみづくり
（中小企業経営基盤安定、農林漁業支援、商店街の活性化など）

勤労者福祉の向上
（就業環境の向上、仕事と家庭が両立できる環境づくりなど）

公共交通の利用促進
（公共交通利用意識の啓発、ノーマイカーデーの実践など）

雪に強いまちづくり
（除排雪体制強化など）

富山ブランドの発掘・発信
（富山のイメージを高めるブランド化の推進など）

今回（平成 22年）
前回（平成 20年）27.7
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５位

６位

７位

８位

８位

10位

最も重点的に取り組むべき施策（１位から 10位）

高齢者・障害者への支援
（介護サービス基盤整備など）

計画的で効率的な行財政運営の推進
（健全財政の維持、職員数の適正化など）

保健・医療・福祉の連携、充実
（市民病院の充実、救急医療体制など）

子育て環境の充実
（保育サービス、放課後・地域児童健全育成事業など）

賑わいと交流の都市空間の整備・充実
（富山駅周辺、中心市街地の整備など）

拠点を結ぶ交通体系の再構築
（公共交通の利便性の向上など）

職員の意識改革と組織の活性化
（多様な行政ニーズに対応できる市職員の育成など）

勤労者福祉の向上
（就業環境の向上、仕事と家庭が両立できる環境づくりなど）

とやまの未来を拓く新産業・新事業の創造
（新産業の育成、企業立地の促進など）

雪に強いまちづくり
（除排雪体制強化など）

今回（平成 22年）
回答者数 =2,563
前回（平成 20年）
回答者数 =2.364
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　前回（平成20年）調査では、前々回（平成17年）調査
に比べて、「住み良い」「まあ住み良い」と回答した人を
合わせた割合と、「あまり住み良くない」「住みにくい」と
回答した人を合わせた割合が、それぞれわずかに低くなっ

ていましたが、今回（平成22年）調査では、前回（平成
20年）調査及び前々回（平成17年）調査と比較しても、「住
み良い」と回答した人の割合が若干高くなり、「住みにく
い」と回答した人の割合がわずかに低くなっています。

　総合計画の62の施策について、市民の満足度を調査し
たところ、今回（平成22年）調査と前回（平成20年）調
査を比較すると、「満足」の割合の高い施策の上位３位ま
でに大きな変動はありませんが、前回（平成20年）調査
では12位であった「安全で快適なまちづくり」が、今回（平

成22年）調査では４位に順位を上げています。
　逆に「地域を結び生活を支える道路網の整備」（前回８
位、今回14位）、「賑わいと交流の都市空間の整備・充実」（前
回６位、今回15位）は順位を下げています。

　特に「不満」の順位が下がったものでは、「エネルギー
の有効活用」（前回８位、今回21位）、「災害に強いまちづ
くり」（前回26位、今回49位）などがあります。
　逆に「賑わいと交流の都市空間の整備・充実」（前回10

位、今回４位）、「とやまの魅力と活力を築くものづくり・
しくみづくり」（前回12位、今回６位）などは順位を上げ
ています。

１　富山市の住みよさ

２　施策の満足度
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住み良い　　　　まあ住み良い　　　　あまり住み良くない　　　　住みにくい　　　　わからない　　　　無回答

今回（平成 22年）
回答者数 =2,563

前回（平成 20年）
回答者数 =2,364

前々回（平成 17年）
回答者数 =2,555
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26.8
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９位

１０位

『満足』（満足＋ほぼ満足）１位から 10位

快適な生活環境づくり
（上下水道、動物愛護、地域の環境美化、墓地・斎場整備など）

消防・救急体制の整備

雪に強いまちづくり（除排雪体制強化など）

安全で快適なまちづくり
（食品衛生、大気・水質等の環境保全対策など）

健康づくり活動の充実
（健康情報の提供、健康相談・健康診査の充実など）

公園・緑地の整備

安全・安心な消費生活の推進
（食育や地産地消、食の安定供給など）

スポーツ・レクリエーション活動の充実
（スポーツ教室・イベントの開催、体育施設の整備など）

市民・企業・行政の協働による環境負荷低減への取り組み
（資源回収支援、ふるさと富山美化大作戦の実施など）

学校教育の充実
（自主性や創造性を育てる教育、教育環境の整備、安心・安全な学校づくりなど）

今回（平成 22年）
前回（平成 20年）17.3
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第2節   市民意識調査
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　総合計画の62の施策のうち最も重点的に取り組むべき
施策を調査したところ、「高齢者・障害者への支援」（前
回２位、今回１位）、「賑わいと交流の都市空間の整備・充
実」（前回15位、今回５位）、「とやまの未来を築く新産業・
新事業の創造」（前回29位、今回８位）、「雪に強いまちづ

くり」（前回18位、今回10位）などは順位を上げています。
　逆に、「職員の意識改革と組織の活性化」（前回４位、今
回７位）、「一人ひとりが尊重される平和な社会づくり」（前
回６位、今回15位）、「エネルギーの有効活用」（前回10位、
今回28位）などは順位を下げています。

３　今後のまちづくりの重点
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１位

２位
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５位

６位

７位

８位

９位

１０位

『不満』（不満＋やや不満）１位から 10位

拠点を結ぶ交通体系の再構築
（公共交通の利便性の向上など）

歩いて暮らせるまちづくりの推進
（コンパクトなまちの実現、公共交通の活用など）

職員の意識改革と組織の活性化
（多様な行政ニーズに対応できる市職員の育成など）

賑わいと交流の都市空間の整備・充実
（富山駅周辺、中心市街地の整備など）

計画的で効率的な行財政運営の推進
（健全財政の維持、職員数の適正化など）

とやまの魅力と活力を築くものづくり・しくみづくり
（中小企業経営基盤安定、農林漁業支援、商店街の活性化など）

勤労者福祉の向上
（就業環境の向上、仕事と家庭が両立できる環境づくりなど）

公共交通の利用促進
（公共交通利用意識の啓発、ノーマイカーデーの実践など）

雪に強いまちづくり
（除排雪体制強化など）

富山ブランドの発掘・発信
（富山のイメージを高めるブランド化の推進など）

今回（平成 22年）
前回（平成 20年）27.7
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10位

最も重点的に取り組むべき施策（１位から 10位）

高齢者・障害者への支援
（介護サービス基盤整備など）

計画的で効率的な行財政運営の推進
（健全財政の維持、職員数の適正化など）

保健・医療・福祉の連携、充実
（市民病院の充実、救急医療体制など）

子育て環境の充実
（保育サービス、放課後・地域児童健全育成事業など）

賑わいと交流の都市空間の整備・充実
（富山駅周辺、中心市街地の整備など）

拠点を結ぶ交通体系の再構築
（公共交通の利便性の向上など）

職員の意識改革と組織の活性化
（多様な行政ニーズに対応できる市職員の育成など）

勤労者福祉の向上
（就業環境の向上、仕事と家庭が両立できる環境づくりなど）

とやまの未来を拓く新産業・新事業の創造
（新産業の育成、企業立地の促進など）

雪に強いまちづくり
（除排雪体制強化など）

今回（平成 22年）
回答者数 =2,563
前回（平成 20年）
回答者数 =2.364
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　市民が普段から行っている取り組みについて26項目の
中から調査したところ、「ごみの分別排出と排出の抑制」
「水資源の保全のための節水」「エコライフスタイルの推
進」「地域の環境美化活動」「身近な地域の緑化」などが
上位に挙げられ、環境に関して身近にできる取り組みが

多く行われています。
　また、自らの健康維持に関する取り組みである「定期
的な健康診断の受診」「健康増進のためのスポーツ・レク
リエーション活動」も多く取り組まれています。

４　市民の普段の取り組み

　市税及び地方交付税の大きな伸びは期待できません。また、市債が増加傾向にあります。

１　歳入総額の推移（普通会計）

10 20 30 40 500 60（％）

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

９位

１０位

普段から行っている取り組み（１位から 10位）

分別排出を徹底するとともに、排出ごみの抑制に取り組んでいる

定期的に各種健康診断を受け、疾患の早期発見に努めている

水資源の保全のため、節水を心がけている

過剰包装を断るなどエコライフスタイルの推進に努めている

地場産品についての理解を深め、購入に努めている

地域の環境美化活動に協力している

自宅や自宅周辺などの身近な地域の緑化に努めている

健康増進のため、スポーツ・レクリエーション活動を実践している

インターネットなどの ICTを利活用している

地域の歩道や生活道路の除雪に取り組んでいる

今回（平成 22年）
回答者数 =2,563
前回（平成 20年）
回答者数 =2.364
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116
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73

223

333

268

122

1,710

（億円）
歳入総額の推移（普通会計）

平成 14年 平成 18年平成 17年平成 16年平成 15年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 平成 23年（見込み）

市税
譲与税・交付金
地方交付税

国・県支出金
地方債
その他

第3節   財政の状況

19

後
期
基
本
計
画
（
総
論
）

第
６
章
　
基
本
指
標

　人件費は減少傾向にありますが、扶助費、公債費が増加しており、財政の硬直化が進んでいます。

　基金は減少傾向にありましたが、近年は維持増加に努めています。

　市債現在高が増加傾向にあり、公債費の増加につながっています。

２　歳出総額の推移（普通会計）

３　基金の推移（普通会計）

４　市債現在高の推移（普通会計）
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562

1,710

（億円）
歳出総額の推移（普通会計） 人件費

扶助費
公債費

投資的経費
その他

0
平成 14年 平成 18年平成 17年平成 16年平成 15年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 平成 23年（見込み）
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（億円）
基金の推移（普通会計）

基金現在高
財政調整基金＋減債基金
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市債現在高の推移（普通会計）
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　市民が普段から行っている取り組みについて26項目の
中から調査したところ、「ごみの分別排出と排出の抑制」
「水資源の保全のための節水」「エコライフスタイルの推
進」「地域の環境美化活動」「身近な地域の緑化」などが
上位に挙げられ、環境に関して身近にできる取り組みが

多く行われています。
　また、自らの健康維持に関する取り組みである「定期
的な健康診断の受診」「健康増進のためのスポーツ・レク
リエーション活動」も多く取り組まれています。

４　市民の普段の取り組み

　市税及び地方交付税の大きな伸びは期待できません。また、市債が増加傾向にあります。

１　歳入総額の推移（普通会計）

10 20 30 40 500 60（％）

１位

２位

３位

４位

５位

６位

７位

８位

９位

１０位

普段から行っている取り組み（１位から 10位）

分別排出を徹底するとともに、排出ごみの抑制に取り組んでいる

定期的に各種健康診断を受け、疾患の早期発見に努めている

水資源の保全のため、節水を心がけている

過剰包装を断るなどエコライフスタイルの推進に努めている

地場産品についての理解を深め、購入に努めている

地域の環境美化活動に協力している

自宅や自宅周辺などの身近な地域の緑化に努めている

健康増進のため、スポーツ・レクリエーション活動を実践している

インターネットなどの ICTを利活用している

地域の歩道や生活道路の除雪に取り組んでいる

今回（平成 22年）
回答者数 =2,563
前回（平成 20年）
回答者数 =2.364
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1,000

1,500

2,000

679

96

232

175

216

263

1,662

663

98

233

202

204

265

1,665

655

113

221

185

181

348

1,703

667

116

243

206

179

340

1,752

670

130

212

202

193

314

1,722

723

84

181

213

238

317

1,756

723

81

180

264

221

328

1,796

684

78

205

268

261

213

1,709

682

75

219

276

292

116

1,661

693

73

223

333

268

122

1,710

（億円）
歳入総額の推移（普通会計）

平成 14年 平成 18年平成 17年平成 16年平成 15年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 平成 23年（見込み）

市税
譲与税・交付金
地方交付税

国・県支出金
地方債
その他

第3節   財政の状況
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　人件費は減少傾向にありますが、扶助費、公債費が増加しており、財政の硬直化が進んでいます。

　基金は減少傾向にありましたが、近年は維持増加に努めています。

　市債現在高が増加傾向にあり、公債費の増加につながっています。

２　歳出総額の推移（普通会計）

３　基金の推移（普通会計）

４　市債現在高の推移（普通会計）

500

1,000

1,500

2,000

321

126

201

383

598

1,629

315

140

204

335

621

1,615

317

150

201

298

669

1,635

301

167

208

339

666

1,681

297

178

215

343

650

1,684

303

190

223

338

684

1,738

285

196

225

310

686

1,703

278

208

222

361

626

1,695

267

262

222

269

608

1,627

297

281

239

331

562

1,710

（億円）
歳出総額の推移（普通会計） 人件費

扶助費
公債費

投資的経費
その他

0
平成 14年 平成 18年平成 17年平成 16年平成 15年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 平成 23年（見込み）

50

100

150

200

0
平成 14年 平成 18年平成 17年平成 16年平成 15年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 平成 23年（見込み）

112

185

92

159

66

131

69

143 143

76

134

69

98

44

97

37

113

48 46

102

（億円）
基金の推移（普通会計）

基金現在高
財政調整基金＋減債基金

1,700

2,700

2,500

2,300

2,100

1,900

2,057
2,108 2,122 2,124 2,144

2,200
2,238

2,315

2,423
2,453

（億円）
市債現在高の推移（普通会計）

平成 14年 平成 18年平成 17年平成 16年平成 15年 平成 19年 平成 20年 平成 21年 平成 22年 平成 23年（見込み）
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　経常収支比率とは、財政構造の弾力性を判断するため
の指標であり、義務的経費（人件費、扶助費、公債費）を
はじめとする経常経費に、地方税、地方交付税、地方譲
与税を中心とする経常的な収入が、どの程度充当されて

いるかをみるものです。経常収支比率が年々上昇し財政
の硬直化が進んでいますが、中核市平均も上昇しており、
全国的な傾向といえます。

　実質公債費比率とは、公債費や公債費に準ずる経費を
標準財政規模で除したものの3ヵ年の平均値で、公債費に

係る財政負担の程度を表す指標です。公債費の増加によっ
て、実質公債費比率は、上昇傾向にあります。

５　経常収支比率の推移

６　実質公債費比率の推移

75.0

85.0

95.0

80.0

90.0

78.9

79.1

78.8

80.7
81.8

83.3

81.0

82.7

86.3

84.5

87.1

84.5

88.0

85.4

91.5

90.3

91.0

90.9
89.4

92.1

（％）

経常収支比率の推移

富山市
中核市平均

平成 12年 平成 16年平成 15年平成 14年平成 13年 平成 17年 平成 18年 平成 19年 平成 20年 平成 21年

8.0

12.0

10.0

16.0

14.0

11.3

14.0 14.2

12.4
11.7

10.6

12.4

10.4
10.0

12.9

（％）
実質公債費比率の推移

富山市
中核市平均

平成 17年 平成 18年 平成 19年 平成 20年 平成 21年
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　基本構想で示したまちづくりの主要課題に対応し、本市が目指す都市像「人・まち・自然が調和する�活力都市とやま」
の実現に向け、目標とする５つのまちづくりを推進します。

５つのまちづくりの目標第7章

まちづくりの主要課題

 １ 人口減少と少子化への対応
 ２ 超高齢社会への対応
 ３ 危機管理・防災対策
 ４ 環境政策
 ５ 森林政策
 ６ 個性ある地域の発展と一体性の確保
 ７ 広域的な拠点性の向上
 ８ コンパクトなまちづくり
 ９ 地域力の強化
 10 地域産業の活性化
 11 富山の魅力の発信
 12 効率的な行財政運営

まちづくりの目標

人･まち･自然が調和する 活力都市とやま都市像

「共生･交流･創造」基本理念

Ⅴ　協　働
新しい富山を創る協働のまち

Ⅰ　安　心
人が輝き安心して暮らせるまち

Ⅲ　潤　い
都市と自然が調和した潤いが実感できるまち

Ⅱ　安　全
すべてにやさしい安全なまち

Ⅳ　活　力
個性と創造性に満ちた活力あふれるまち
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標

　経常収支比率とは、財政構造の弾力性を判断するため
の指標であり、義務的経費（人件費、扶助費、公債費）を
はじめとする経常経費に、地方税、地方交付税、地方譲
与税を中心とする経常的な収入が、どの程度充当されて

いるかをみるものです。経常収支比率が年々上昇し財政
の硬直化が進んでいますが、中核市平均も上昇しており、
全国的な傾向といえます。

　実質公債費比率とは、公債費や公債費に準ずる経費を
標準財政規模で除したものの3ヵ年の平均値で、公債費に

係る財政負担の程度を表す指標です。公債費の増加によっ
て、実質公債費比率は、上昇傾向にあります。

５　経常収支比率の推移

６　実質公債費比率の推移

75.0

85.0

95.0

80.0

90.0

78.9

79.1

78.8

80.7
81.8

83.3

81.0

82.7

86.3

84.5

87.1

84.5

88.0

85.4

91.5

90.3

91.0

90.9
89.4

92.1

（％）

経常収支比率の推移

富山市
中核市平均

平成 12年 平成 16年平成 15年平成 14年平成 13年 平成 17年 平成 18年 平成 19年 平成 20年 平成 21年

8.0

12.0

10.0

16.0

14.0

11.3

14.0 14.2

12.4
11.7

10.6

12.4

10.4
10.0

12.9

（％）
実質公債費比率の推移

富山市
中核市平均

平成 17年 平成 18年 平成 19年 平成 20年 平成 21年
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　基本構想で示したまちづくりの主要課題に対応し、本市が目指す都市像「人・まち・自然が調和する�活力都市とやま」
の実現に向け、目標とする５つのまちづくりを推進します。

５つのまちづくりの目標第7章

まちづくりの主要課題

 １ 人口減少と少子化への対応
 ２ 超高齢社会への対応
 ３ 危機管理・防災対策
 ４ 環境政策
 ５ 森林政策
 ６ 個性ある地域の発展と一体性の確保
 ７ 広域的な拠点性の向上
 ８ コンパクトなまちづくり
 ９ 地域力の強化
 10 地域産業の活性化
 11 富山の魅力の発信
 12 効率的な行財政運営

まちづくりの目標

人･まち･自然が調和する 活力都市とやま都市像

「共生･交流･創造」基本理念

Ⅴ　協　働
新しい富山を創る協働のまち

Ⅰ　安　心
人が輝き安心して暮らせるまち

Ⅲ　潤　い
都市と自然が調和した潤いが実感できるまち

Ⅱ　安　全
すべてにやさしい安全なまち

Ⅳ　活　力
個性と創造性に満ちた活力あふれるまち
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　人口が減少傾向に転じ、年少人口も減少し続ける一方、
高齢人口が増加し続け、平成32年には総人口の30％に達
し、特にひとり暮らしの高齢者世帯が増加するものと見
込まれます。
　このことは、労働力人口の減少や地域におけるさまざ

まな活動の担い手不足につながることが予想されます。
　これらのことから、子育て環境の充実や学校教育・福
祉の充実、働きやすい環境づくり、さらにはコミュニティ
の再生などにより、市民が健康で安心して暮らせるまち
づくりを進めます。

　東日本大震災を教訓とした地震・津波対策や浸水対策
など自然災害への備えに加え、感染症の発生、危険物の
流出など危機事象への対応を含めた総合的な危機管理体
制を整備する必要があります。
　また、市民・企業・行政が一体となって地球環境の保
全に向けた活動を展開していく必要があります。
　さらに、森林荒廃が進み、土砂崩壊防止などの森林の

多面的機能の低下が懸念されているため、市民共通の認
識のもと多様な森林政策を推進していく必要があります。
　これらのことから、災害や犯罪のない明るい社会を目
指して、災害時等に対する体制整備やエネルギー対策、豊
かな森づくりなどを推進し、市民が安全に暮らせるまち
づくりを進めます。

１　キーワード　安心

２　キーワード　安全

まちづくりの目標Ⅰ

人が輝き安心して
暮らせるまち

　すべてのライフステージで学ぶこと
ができ、多様な価値観が尊重されなが
ら、健康を保ち、地域の中でやさしさ
に包まれ安心して暮らせるまちづくり
を推進します。

主要課題

○人口減少と少子化への対応

○超高齢社会への対応

○地域力の強化

○地域産業の活性化

キーワード

安 心

まちづくりの目標Ⅱ

すべてにやさしい

安全なまち

　あらゆる危機に対応するため、市民
と行政の役割分担を再構築し、安全で
快適に暮らせるまちづくりを進めます。

主要課題

○危機管理・防災対策

○環境政策

○森林政策

○地域力の強化

キーワード

安 全
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　海岸部から山岳地帯までの広大な市域のそれぞれの地
域で受け継いできた歴史・伝統文化などを大切にしなが
ら一体性を確保するとともに、国内外との交流人口の増
加を図るため、街の顔となる富山駅周辺や中心市街地の
拠点性を高める必要があります。
　また、農山漁村環境と森林を保全しながら、市街地の

拡散に歯止めをかけ、持続可能なまちづくりを進める必
要があります。
　これらのことから、豊かな自然や地域の個性・特性を
生かすとともに、都心部や地域の生活拠点地区での都市
機能の整備と公共交通の充実を図るなど、都市と自然の
調和による潤いが実感できるまちづくりを進めます。

　広域的な拠点性を高め、交流人口の増加による賑わい
を創出しながら、商工業や農業、水産業などの基盤産業
の発展を図り、さらに、企業立地の促進や新たな産業の
育成にも努め、地域産業を活性化する必要があります。
　また、豊かな自然環境や特産品、食文化、さらには、歴
史・伝統文化など多様な資源を守り育てるとともに、国
内外にその魅力を発信する必要があります。

　これらのことから、北陸新幹線の開業を見据えて、多
彩な資源を生かした観光の振興や基盤産業の担い手の確
保、農林漁業・商工業・流通サービス業など産業間の連
携や複合化の促進、新産業の育成などにより、本市が太
平洋側や首都圏地域の代替機能を有することができるよ
うに、都市の活力を高めるまちづくりを進めます。

３　キーワード　潤い

４　キーワード　活力

まちづくりの目標Ⅲ

都市と自然が調和した
潤いが実感できるまち
　都心部から自然豊かな中山間地域ま
での特色あるそれぞれの地域で、個人
のライフスタイルを尊重した多様な住
み方・暮らし方が実現できるまちづく
りを進めます。

主要課題

○環境政策

○個性ある地域の発展と一体性の確保

○広域的な拠点性の向上

○コンパクトなまちづくり

キーワード

潤 い

まちづくりの目標Ⅳ

個性と創造性に満ちた

活力あふれるまち

　さまざまな資源を生かしながら、富
山の魅力を高め、文化・観光・産業な
どの分野において、新しい価値が創造
できるまちづくりを進めます。

主要課題

○個性ある地域の発展と一体性の確保

○広域的な拠点性の向上

○地域産業の活性化

○富山の魅力の発信

キーワード

活 力
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　人口が減少傾向に転じ、年少人口も減少し続ける一方、
高齢人口が増加し続け、平成32年には総人口の30％に達
し、特にひとり暮らしの高齢者世帯が増加するものと見
込まれます。
　このことは、労働力人口の減少や地域におけるさまざ

まな活動の担い手不足につながることが予想されます。
　これらのことから、子育て環境の充実や学校教育・福
祉の充実、働きやすい環境づくり、さらにはコミュニティ
の再生などにより、市民が健康で安心して暮らせるまち
づくりを進めます。

　東日本大震災を教訓とした地震・津波対策や浸水対策
など自然災害への備えに加え、感染症の発生、危険物の
流出など危機事象への対応を含めた総合的な危機管理体
制を整備する必要があります。
　また、市民・企業・行政が一体となって地球環境の保
全に向けた活動を展開していく必要があります。
　さらに、森林荒廃が進み、土砂崩壊防止などの森林の

多面的機能の低下が懸念されているため、市民共通の認
識のもと多様な森林政策を推進していく必要があります。
　これらのことから、災害や犯罪のない明るい社会を目
指して、災害時等に対する体制整備やエネルギー対策、豊
かな森づくりなどを推進し、市民が安全に暮らせるまち
づくりを進めます。

１　キーワード　安心

２　キーワード　安全

まちづくりの目標Ⅰ

人が輝き安心して
暮らせるまち

　すべてのライフステージで学ぶこと
ができ、多様な価値観が尊重されなが
ら、健康を保ち、地域の中でやさしさ
に包まれ安心して暮らせるまちづくり
を推進します。

主要課題

○人口減少と少子化への対応

○超高齢社会への対応

○地域力の強化

○地域産業の活性化

キーワード

安 心

まちづくりの目標Ⅱ

すべてにやさしい

安全なまち

　あらゆる危機に対応するため、市民
と行政の役割分担を再構築し、安全で
快適に暮らせるまちづくりを進めます。

主要課題

○危機管理・防災対策

○環境政策

○森林政策

○地域力の強化

キーワード

安 全
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　海岸部から山岳地帯までの広大な市域のそれぞれの地
域で受け継いできた歴史・伝統文化などを大切にしなが
ら一体性を確保するとともに、国内外との交流人口の増
加を図るため、街の顔となる富山駅周辺や中心市街地の
拠点性を高める必要があります。
　また、農山漁村環境と森林を保全しながら、市街地の

拡散に歯止めをかけ、持続可能なまちづくりを進める必
要があります。
　これらのことから、豊かな自然や地域の個性・特性を
生かすとともに、都心部や地域の生活拠点地区での都市
機能の整備と公共交通の充実を図るなど、都市と自然の
調和による潤いが実感できるまちづくりを進めます。

　広域的な拠点性を高め、交流人口の増加による賑わい
を創出しながら、商工業や農業、水産業などの基盤産業
の発展を図り、さらに、企業立地の促進や新たな産業の
育成にも努め、地域産業を活性化する必要があります。
　また、豊かな自然環境や特産品、食文化、さらには、歴
史・伝統文化など多様な資源を守り育てるとともに、国
内外にその魅力を発信する必要があります。

　これらのことから、北陸新幹線の開業を見据えて、多
彩な資源を生かした観光の振興や基盤産業の担い手の確
保、農林漁業・商工業・流通サービス業など産業間の連
携や複合化の促進、新産業の育成などにより、本市が太
平洋側や首都圏地域の代替機能を有することができるよ
うに、都市の活力を高めるまちづくりを進めます。

３　キーワード　潤い

４　キーワード　活力

まちづくりの目標Ⅲ

都市と自然が調和した
潤いが実感できるまち
　都心部から自然豊かな中山間地域ま
での特色あるそれぞれの地域で、個人
のライフスタイルを尊重した多様な住
み方・暮らし方が実現できるまちづく
りを進めます。

主要課題

○環境政策

○個性ある地域の発展と一体性の確保

○広域的な拠点性の向上

○コンパクトなまちづくり

キーワード

潤 い

まちづくりの目標Ⅳ

個性と創造性に満ちた

活力あふれるまち

　さまざまな資源を生かしながら、富
山の魅力を高め、文化・観光・産業な
どの分野において、新しい価値が創造
できるまちづくりを進めます。

主要課題

○個性ある地域の発展と一体性の確保

○広域的な拠点性の向上

○地域産業の活性化

○富山の魅力の発信

キーワード

活 力
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　今後も、少子・超高齢社会が進行することが見込まれ
ることや、東日本大震災の教訓を踏まえ、福祉・健康づ
くり・環境・防犯などさまざまな分野で市民と一体となっ
た取り組みの推進が課題となっています。
　一方では、財政の健全性を維持しつつ、成果を重視し

た効果的かつ効率的な行政運営を進めていく必要があり
ます。
　このことから、積極的に市政情報を公開し、情報の共
有化を図り、市民が主体的に市政や各種活動に参画でき
る協働のまちづくりを進めます。

５　キーワード　協働

まちづくりの目標Ⅴ

新しい富山を創る

協働のまち

　市民が主体となった取り組みを促進
し、新しい時代に持続的に対応できる
協働のまちづくりを進めます。

主要課題

○超高齢社会への対応

○危機管理・防災対策

○環境政策

○地域力の強化

○効率的な行財政運営

キーワード

協 働
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　本市の目指す都市像『人・まち・自然が調和する�活力都市とやま』を実現するために、５つのまちづくりの目標を設
定し、その下に体系的に施策及び総合計画事業を位置づけて目標を明確にした行政を進めます。

施策体系の階層構造

『人･まち･自然が調和する
　活力都市とやま』

都  市  像

まちづくりの目標

Ⅰ　人が輝き安心して暮らせるまち
Ⅱ　すべてにやさしい安全なまち
Ⅲ　都市と自然が調和した潤いが実感できるまち
Ⅳ　個性と創造性に満ちた活力あふれるまち
Ⅴ　新しい富山を創る協働のまち

政　策

19 政策

施　策

62 施策

事　業

※総合計画事業（157事業）
　総合計画事業以外の事業

※総合計画事業　　施策を実現するための事業のうち、特に計画的・積極的に推進する事業を総合計画事業と位置づけます。

施策の体系第8章
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新しい富山を創る

協働のまち

　市民が主体となった取り組みを促進
し、新しい時代に持続的に対応できる
協働のまちづくりを進めます。

主要課題

○超高齢社会への対応

○危機管理・防災対策

○環境政策

○地域力の強化

○効率的な行財政運営

キーワード

協 働
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『人･まち･自然が調和する
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都  市  像

まちづくりの目標

Ⅰ　人が輝き安心して暮らせるまち
Ⅱ　すべてにやさしい安全なまち
Ⅲ　都市と自然が調和した潤いが実感できるまち
Ⅳ　個性と創造性に満ちた活力あふれるまち
Ⅴ　新しい富山を創る協働のまち

政　策

19 政策

施　策

62 施策

事　業

※総合計画事業（157事業）
　総合計画事業以外の事業

※総合計画事業　　施策を実現するための事業のうち、特に計画的・積極的に推進する事業を総合計画事業と位置づけます。

施策の体系第8章
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策
の
体
系

①多様な保育サービスなどの提供
②保育所など児童福祉施設の整備・充実
③児童健全育成事業の充実
④子育て相談の充実
⑤母子保健の充実
⑥ひとり親家庭への支援
⑦不妊治療への支援
⑧児童虐待防止体制の整備
⑨子育て意識の啓発
⑩子育てと仕事の両立支援

①自主性や創造性を育てる教育の推進
②学校教育環境の整備
③安心・安全な学校づくり
④食育と健康管理の推進

①市立専門学校の教育研究機能の充実
②高等教育機関との連携強化

①生涯学習活動の充実
②生涯学習拠点の充実

（政策） （施策） （施策の方向）

⑵学校教育の充実

⑷市民の自主的な
   学習環境の充実

⑴子育て環境の充実

⑶高等教育の推進

①就業環境の向上
②仕事と家庭が両立できる職場環境づくり

①雇用機会の拡大と就労支援

①スポーツ・レクリエーション活動の推進
②スポーツ・レクリエーション拠点の整備・充実

①からだの健康づくりの推進
②心の健康づくりの推進
③難病対策の充実
④感染症対策の充実

①介護予防活動の推進
②介護予防サービス基盤の充実

①高齢者・障害者にやさしい環境づくり
②高齢者の自立を支える地域づくり
③障害者の自立支援の充実
④介護サービス基盤の整備

①高齢者の社会参加と生きがいづくりの推進
②障害者の自立と社会参加の推進

①保健・医療・福祉の一体的なサービスの実現
②市民病院の充実
③救急医療体制の充実

①地域活動の推進
②ボランティア活動の推進
③地域の活動拠点の整備

①家庭における教育力の向上
②家庭・学校・地域との連携

⑵勤労者福祉の向上

⑴スポーツ・レクリエー
　ション活動の充実

⑵健康づくり活動の
　　充実

⑶介護予防活動の
　　充実

⑵コミュニティの再生

①浸水対策の強化
②地震対策の強化
③津波対策の強化
④土砂災害の防止
⑤災害への対応機能の強化
⑥防災意識の啓発
⑦危機管理体制の整備

①除排雪体制の強化
②道路の消雪施設の整備
③地域ぐるみの除排雪活動への支援

①多様な災害や事故への対応能力の強化
②地域における消防拠点の整備と機能強化
③応急手当の普及・救急車の適正利用の啓発
④市民の防火意識の高揚

①交通安全施設の整備
②子どもや高齢者の交通事故防止
③安全で快適な歩行空間の確保
④自転車利用者の快適性と安全の確保
⑤地域に根ざした交通安全活動の促進

①地域の防犯活動への支援
②夜間の防犯環境の向上
③防犯意識の啓発
④地域の防災活動への支援

（政策） （施策） （施策の方向）

①大気などの監視活動の強化
②事業所等への指導の強化
③食品衛生・環境衛生対策の強化
④身近な公園の安全確保
⑤空き地の適正な維持管理の指導
⑥地下水の適正利用

①消費生活の情報提供の充実
②食育や地産地消の推進
③食の安定供給

①上水道の整備
②汚水処理施設の整備
③地域の環境美化
④動物愛護の推進
⑤墓地・斎場の環境整備

①ごみの減量とリサイクルの推進
②再生資源の利用促進
③廃棄物の適正処理の推進
④エコタウンの充実

①バイオマスエネルギーの活用
②太陽光発電の導入促進
③小水力発電の普及促進
④省エネ設備の導入促進
⑤次世代自動車の普及促進
⑥省エネルギー対策の推進
⑦未利用エネルギー等の活用

①環境負荷低減への取り組みの支援・拡充
②環境負荷低減に関する情報の提供
③環境教育の推進

①計画的な森林の整備
②森林機能の重要性の啓発
③森林ボランティアとの連携

①生態系に配慮した取り組みの推進
②野生生物に関する知識の普及
③人身被害の防止

Ⅰ　人が輝き安心して暮らせるまち Ⅱ　すべてにやさしい安全なまち
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⑴個性や能力を生かし
　　た多様な雇用機会の
　　創出

⑴保健･医療･福祉の
　連携、充実

⑶家庭・地域における
　教育力の向上

⑴高齢者・障害者へ
　の支援

⑵社会参加と生きがい
　　づくり活動への支援

１ 
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⑴災害に強いまちづくり

⑵雪に強いまちづくり

⑶消防・救急体制の
　　整備

⑷交通安全対策の
　　充実

⑸防犯・防災体制の
　充実

⑴安全で快適な
　　まちづくり

⑵安全･安心な消費
　 生活の推進

⑶快適な生活環境
    づくり

⑴循環型まちづくりの
    基盤整備

⑵エネルギーの有効
    活用

⑶市民・企業・行政の
    協働による環境負荷
    低減への取り組み

⑴森林機能の再生・
   強化

⑵生態系の保護・
    回復

①コンパクトなまちの実現に向けた整備計画の推進
②公共交通沿線居住の推進
③住宅ストック活用による歩いて暮らせるまちづくり

①まちなか居住の推進
②まちなかの生活環境の整備

①生活拠点地区の機能強化

①公共交通の利用促進

①基幹交通の利便性向上
②生活交通の確保

①国道や県道の整備促進
②市道の整備推進

①北陸新幹線の開業を見据えた富山駅周辺の
都市拠点づくり
②中心市街地の賑わい再生
③歩行空間の整備・充実
④やすらぎ空間の創生

①交流拠点施設の充実
②地域の個性の発揮
③個性的で機能的なサイン整備

①自然景観や伝統的な景観の保全・活用
②良好な市街地景観の創出
③景観に関する市民意識の啓発

①土地区画整理事業の推進
②多様な市民ニーズに対応した市営住宅の整備

①海辺の活用による沿岸地域の活性化
②河川の活用による沿川地域の活性化

①多様な目的に対応した公園などの整備
②緑地の維持と緑化活動の推進

①山間地での自然体験空間の整備
②都市と山村地域の交流事業の推進

（政策） （施策） （施策の方向）

①北陸新幹線の開業を見据えた広域観光の推進
②富山らしい滞在型観光の推進
③外国人観光客の誘致促進

①コンベンション誘致の推進
②アフターコンベンションの充実

①市民ぐるみでもてなす心の醸成

①富山のイメージを高めるブランド化の推進

①まちなか観光の推進
②地域の観光資源のネットワーク化による魅力の向上
③スキー場と温泉施設等との連携

①伝統文化等の保存・継承への支援
②伝統的なまち並みの保全と活用
③文化遺産等の保全と活用
④地域固有の文化資料等の電子化

①優れた芸術文化に親しむ機会の充実
②地域の芸術文化活動拠点の充実
③地域文化を支える人材の育成

①新たな芸術文化の創造への支援
②デザインの普及とデザイン活動への支援

①選ばれるまちづくりの推進
②都市間の連携・交流による魅力の創出

①さまざまな国際交流活動への支援
②外国人がすごしやすいまちづくり

①陸・海・空の広域交通ネットワークの活用

①各産業を支える人材育成
②起業者への支援

①新たな産業の育成
②企業立地の促進

①商工業等の振興
②中小企業経営基盤安定・強化への支援
③地域に根ざした農林漁業への支援
④商店街の活性化
⑤コミュニティビジネスへの支援

（政策） （施策） （施策の方向）

①一人ひとりの個性と創造性を尊重する社会づくり
②自然災害や事故・事件等への対応

①協働を推進する環境整備
②市政への参画機会の拡大
③地域の魅力を生かしたまちづくり

①社会制度や慣習を見直す意識啓発
②男女共同参画の環境整備
③女性の多様な能力の活用

①多様な行政ニーズに対応できる職員の育成
②職員の地域への参画

①健全財政の維持
②スリムな行政組織の構築等
③民間委託など民間活力の活用手法の推進
④公有財産の効率的な管理・利活用

①パブリックコメントなどの充実
②市民との意見交換の機会の充実
③広報紙等による情報提供の充実
④市史の編纂

①電子自治体の推進
②情報システムの最適化
③情報セキュリティ対策

①地方分権への対応
②広域行政の推進
③県との連携等の推進

（政策） （施策） （施策の方向）

Ⅲ 都市と自然が調和した潤いが実感できるまち

Ⅴ 新しい富山を創る協働のまち

Ⅳ 個性と創造性に満ちた活力あふれるまち
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と
い
潤
る
え
映
が
緑

り
く
づ
ち
ま
の
ぎ
ら
安

３

な
ト
ク
パ
ン
コ

り
く
づ
ち
ま

４

ぐ
な
つ
を
点
拠
活
生

実
充
の
系
体
通
交

⑴賑わいと交流の都市
空間の整備・充実

⑵地域の個性と特性
を生かしたまちづくり

⑶ふるさと景観の保全
・形成

⑷ゆとりが感じられる
都市生活基盤の整備

⑴水辺環境の保全・
育成

⑵公園・緑地の整備

⑶中山間地域の振興

⑴歩いて暮らせるまち
づくりの推進

⑵まちなか居住の推進

⑶地域の生活拠点
地区の整備

⑴公共交通の利用促進

⑵拠点を結ぶ交通体系
の再構築

⑶地域を結び生活を
支える道路網の整備

１

く
輝
と
き
い
き
い

の
役
主
が
民
市

現
実
の
会
社

２

立
確
の」
ム
テ
ス
シ
政
財
行
「い
し
新

⑴一人ひとりが尊重され
る平和な社会づくり

⑵市民主体のまちづくり

⑶男女共同参画の推進

⑴職員の意識改革と
組織の活性化

⑵計画的で効率的な
行財政運営の推進

⑶開かれた行政の確立

⑷情報化の推進

⑸地方分権･広域行政
への対応

２

文
な
か
豊
性
個

化
・

史
歴

り
守
を

育

る
て

ま
ち
づ
く
り

３

き
行
が
報
情
・
の
も
・
人

進
促
の
流
交
な
彩
多
う
交

⑴広域・滞在型観光
の推進

⑵観光資源のネット
ワーク化の推進

⑶富山ブランドの発掘
　・発信

⑷コンベンションの振興

⑸おもてなしの心の醸成

⑴伝統的文化・文化
遺産の保全、活用

⑵新たな芸術文化の
発信

⑶市民の芸術文化活動
への支援

⑴広域交流の推進・
充実

⑵発展と交流を支える
広域交通ネットワーク
の整備・充実

⑶世界とふれあう多様な
交流の促進

⑴とやまの活力を生み
出す人づくり

⑵とやまの魅力と活力
を築くものづくり・
しくみづくり

⑶とやまの未来を拓く
新産業・新事業の
創造

１

た
ち
満
に
見
発
と
い
会
出

り
く
づ
ち
ま
の
光
観
る
あ
力
魅

４

る
す
造
創
を
値
価
い
し
新

興
振
の
業
産
る
あ
力
活
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第
８
章
　
施
策
の
体
系

①多様な保育サービスなどの提供
②保育所など児童福祉施設の整備・充実
③児童健全育成事業の充実
④子育て相談の充実
⑤母子保健の充実
⑥ひとり親家庭への支援
⑦不妊治療への支援
⑧児童虐待防止体制の整備
⑨子育て意識の啓発
⑩子育てと仕事の両立支援

①自主性や創造性を育てる教育の推進
②学校教育環境の整備
③安心・安全な学校づくり
④食育と健康管理の推進

①市立専門学校の教育研究機能の充実
②高等教育機関との連携強化

①生涯学習活動の充実
②生涯学習拠点の充実

（政策） （施策） （施策の方向）

⑵学校教育の充実

⑷市民の自主的な
   学習環境の充実

⑴子育て環境の充実

⑶高等教育の推進

①就業環境の向上
②仕事と家庭が両立できる職場環境づくり

①雇用機会の拡大と就労支援

①スポーツ・レクリエーション活動の推進
②スポーツ・レクリエーション拠点の整備・充実

①からだの健康づくりの推進
②心の健康づくりの推進
③難病対策の充実
④感染症対策の充実

①介護予防活動の推進
②介護予防サービス基盤の充実

①高齢者・障害者にやさしい環境づくり
②高齢者の自立を支える地域づくり
③障害者の自立支援の充実
④介護サービス基盤の整備

①高齢者の社会参加と生きがいづくりの推進
②障害者の自立と社会参加の推進

①保健・医療・福祉の一体的なサービスの実現
②市民病院の充実
③救急医療体制の充実

①地域活動の推進
②ボランティア活動の推進
③地域の活動拠点の整備

①家庭における教育力の向上
②家庭・学校・地域との連携

⑵勤労者福祉の向上

⑴スポーツ・レクリエー
　ション活動の充実

⑵健康づくり活動の
　　充実

⑶介護予防活動の
　　充実

⑵コミュニティの再生

①浸水対策の強化
②地震対策の強化
③津波対策の強化
④土砂災害の防止
⑤災害への対応機能の強化
⑥防災意識の啓発
⑦危機管理体制の整備

①除排雪体制の強化
②道路の消雪施設の整備
③地域ぐるみの除排雪活動への支援

①多様な災害や事故への対応能力の強化
②地域における消防拠点の整備と機能強化
③応急手当の普及・救急車の適正利用の啓発
④市民の防火意識の高揚

①交通安全施設の整備
②子どもや高齢者の交通事故防止
③安全で快適な歩行空間の確保
④自転車利用者の快適性と安全の確保
⑤地域に根ざした交通安全活動の促進

①地域の防犯活動への支援
②夜間の防犯環境の向上
③防犯意識の啓発
④地域の防災活動への支援

（政策） （施策） （施策の方向）

①大気などの監視活動の強化
②事業所等への指導の強化
③食品衛生・環境衛生対策の強化
④身近な公園の安全確保
⑤空き地の適正な維持管理の指導
⑥地下水の適正利用

①消費生活の情報提供の充実
②食育や地産地消の推進
③食の安定供給

①上水道の整備
②汚水処理施設の整備
③地域の環境美化
④動物愛護の推進
⑤墓地・斎場の環境整備

①ごみの減量とリサイクルの推進
②再生資源の利用促進
③廃棄物の適正処理の推進
④エコタウンの充実

①バイオマスエネルギーの活用
②太陽光発電の導入促進
③小水力発電の普及促進
④省エネ設備の導入促進
⑤次世代自動車の普及促進
⑥省エネルギー対策の推進
⑦未利用エネルギー等の活用

①環境負荷低減への取り組みの支援・拡充
②環境負荷低減に関する情報の提供
③環境教育の推進

①計画的な森林の整備
②森林機能の重要性の啓発
③森林ボランティアとの連携

①生態系に配慮した取り組みの推進
②野生生物に関する知識の普及
③人身被害の防止

Ⅰ　人が輝き安心して暮らせるまち Ⅱ　すべてにやさしい安全なまち

１ 

す
べ
て
の
世
代
が
学
び
豊
か
な
心
を

 

育
む
ま
ち
づ
く
り

５ 

共
に
生
き
共
に
支
え
る

 

ふ
れ
あ
い
の
ま
ち
づ
く
り

４ 

誰
も
が
自
立
し
安
心

 

し
て
暮
ら
せ
る

 

ま
ち
づ
く
り

３ 

健
康
で
健
全
に
暮
ら
す

 

元
気
な
ま
ち
づ
く
り

２ 

い
き
い
き
と
働
き

 

豊
か
に
暮
ら
す

 

ま
ち
づ
く
り

⑴個性や能力を生かし
　　た多様な雇用機会の
　　創出

⑴保健･医療･福祉の
　連携、充実

⑶家庭・地域における
　教育力の向上

⑴高齢者・障害者へ
　の支援

⑵社会参加と生きがい
　　づくり活動への支援

１ 

安
全
に
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現

２ 

人
と
自
然
に
や
さ
し
い

 

安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

３ 

地
球
に
や
さ
し
い
環
境
づ
く
り

４ 

暮
ら
し
の
安
全
を

 

守
る
森
づ
く
り

⑴災害に強いまちづくり

⑵雪に強いまちづくり

⑶消防・救急体制の
　　整備

⑷交通安全対策の
　　充実

⑸防犯・防災体制の
　充実

⑴安全で快適な
　　まちづくり

⑵安全･安心な消費
　 生活の推進

⑶快適な生活環境
    づくり

⑴循環型まちづくりの
    基盤整備

⑵エネルギーの有効
    活用

⑶市民・企業・行政の
    協働による環境負荷
    低減への取り組み

⑴森林機能の再生・
   強化

⑵生態系の保護・
    回復

①コンパクトなまちの実現に向けた整備計画の推進
②公共交通沿線居住の推進
③住宅ストック活用による歩いて暮らせるまちづくり

①まちなか居住の推進
②まちなかの生活環境の整備

①生活拠点地区の機能強化

①公共交通の利用促進

①基幹交通の利便性向上
②生活交通の確保

①国道や県道の整備促進
②市道の整備推進

①北陸新幹線の開業を見据えた富山駅周辺の
都市拠点づくり
②中心市街地の賑わい再生
③歩行空間の整備・充実
④やすらぎ空間の創生

①交流拠点施設の充実
②地域の個性の発揮
③個性的で機能的なサイン整備

①自然景観や伝統的な景観の保全・活用
②良好な市街地景観の創出
③景観に関する市民意識の啓発

①土地区画整理事業の推進
②多様な市民ニーズに対応した市営住宅の整備

①海辺の活用による沿岸地域の活性化
②河川の活用による沿川地域の活性化

①多様な目的に対応した公園などの整備
②緑地の維持と緑化活動の推進

①山間地での自然体験空間の整備
②都市と山村地域の交流事業の推進

（政策） （施策） （施策の方向）

①北陸新幹線の開業を見据えた広域観光の推進
②富山らしい滞在型観光の推進
③外国人観光客の誘致促進

①コンベンション誘致の推進
②アフターコンベンションの充実

①市民ぐるみでもてなす心の醸成

①富山のイメージを高めるブランド化の推進

①まちなか観光の推進
②地域の観光資源のネットワーク化による魅力の向上
③スキー場と温泉施設等との連携

①伝統文化等の保存・継承への支援
②伝統的なまち並みの保全と活用
③文化遺産等の保全と活用
④地域固有の文化資料等の電子化

①優れた芸術文化に親しむ機会の充実
②地域の芸術文化活動拠点の充実
③地域文化を支える人材の育成

①新たな芸術文化の創造への支援
②デザインの普及とデザイン活動への支援

①選ばれるまちづくりの推進
②都市間の連携・交流による魅力の創出

①さまざまな国際交流活動への支援
②外国人がすごしやすいまちづくり

①陸・海・空の広域交通ネットワークの活用

①各産業を支える人材育成
②起業者への支援

①新たな産業の育成
②企業立地の促進

①商工業等の振興
②中小企業経営基盤安定・強化への支援
③地域に根ざした農林漁業への支援
④商店街の活性化
⑤コミュニティビジネスへの支援

（政策） （施策） （施策の方向）

①一人ひとりの個性と創造性を尊重する社会づくり
②自然災害や事故・事件等への対応

①協働を推進する環境整備
②市政への参画機会の拡大
③地域の魅力を生かしたまちづくり

①社会制度や慣習を見直す意識啓発
②男女共同参画の環境整備
③女性の多様な能力の活用

①多様な行政ニーズに対応できる職員の育成
②職員の地域への参画

①健全財政の維持
②スリムな行政組織の構築等
③民間委託など民間活力の活用手法の推進
④公有財産の効率的な管理・利活用

①パブリックコメントなどの充実
②市民との意見交換の機会の充実
③広報紙等による情報提供の充実
④市史の編纂

①電子自治体の推進
②情報システムの最適化
③情報セキュリティ対策

①地方分権への対応
②広域行政の推進
③県との連携等の推進

（政策） （施策） （施策の方向）

Ⅲ 都市と自然が調和した潤いが実感できるまち

Ⅴ 新しい富山を創る協働のまち

Ⅳ 個性と創造性に満ちた活力あふれるまち

１

る
す
生
共
が
然
自
と
市
都

り
く
づ
ち
ま
の
り
と
ゆ
と
い
わ
賑

２

海
「

･

川･

森･

と
水」
山

と
い
潤
る
え
映
が
緑

り
く
づ
ち
ま
の
ぎ
ら
安

３

な
ト
ク
パ
ン
コ

り
く
づ
ち
ま

４

ぐ
な
つ
を
点
拠
活
生

実
充
の
系
体
通
交

⑴賑わいと交流の都市
空間の整備・充実

⑵地域の個性と特性
を生かしたまちづくり

⑶ふるさと景観の保全
・形成

⑷ゆとりが感じられる
都市生活基盤の整備

⑴水辺環境の保全・
育成

⑵公園・緑地の整備

⑶中山間地域の振興

⑴歩いて暮らせるまち
づくりの推進

⑵まちなか居住の推進

⑶地域の生活拠点
地区の整備

⑴公共交通の利用促進

⑵拠点を結ぶ交通体系
の再構築

⑶地域を結び生活を
支える道路網の整備

１

く
輝
と
き
い
き
い

の
役
主
が
民
市

現
実
の
会
社

２

立
確
の」
ム
テ
ス
シ
政
財
行
「い
し
新

⑴一人ひとりが尊重され
る平和な社会づくり

⑵市民主体のまちづくり

⑶男女共同参画の推進

⑴職員の意識改革と
組織の活性化

⑵計画的で効率的な
行財政運営の推進

⑶開かれた行政の確立

⑷情報化の推進

⑸地方分権･広域行政
への対応

２

文
な
か
豊
性
個

化
・

史
歴

り
守
を

育

る
て

ま
ち
づ
く
り

３

き
行
が
報
情
・
の
も
・
人

進
促
の
流
交
な
彩
多
う
交

⑴広域・滞在型観光
の推進

⑵観光資源のネット
ワーク化の推進

⑶富山ブランドの発掘
　・発信

⑷コンベンションの振興

⑸おもてなしの心の醸成

⑴伝統的文化・文化
遺産の保全、活用

⑵新たな芸術文化の
発信

⑶市民の芸術文化活動
への支援

⑴広域交流の推進・
充実

⑵発展と交流を支える
広域交通ネットワーク
の整備・充実

⑶世界とふれあう多様な
交流の促進

⑴とやまの活力を生み
出す人づくり

⑵とやまの魅力と活力
を築くものづくり・
しくみづくり

⑶とやまの未来を拓く
新産業・新事業の
創造

１

た
ち
満
に
見
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と
い
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の
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る
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力
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第
８
章
　
施
策
の
体
系

①多様な保育サービスなどの提供
②保育所など児童福祉施設の整備・充実
③児童健全育成事業の充実
④子育て相談の充実
⑤母子保健の充実
⑥ひとり親家庭への支援
⑦不妊治療への支援
⑧児童虐待防止体制の整備
⑨子育て意識の啓発
⑩子育てと仕事の両立支援

①自主性や創造性を育てる教育の推進
②学校教育環境の整備
③安心・安全な学校づくり
④食育と健康管理の推進

①市立専門学校の教育研究機能の充実
②高等教育機関との連携強化

①生涯学習活動の充実
②生涯学習拠点の充実

（政策） （施策） （施策の方向）

⑵学校教育の充実

⑷市民の自主的な
   学習環境の充実

⑴子育て環境の充実

⑶高等教育の推進

①就業環境の向上
②仕事と家庭が両立できる職場環境づくり

①雇用機会の拡大と就労支援

①スポーツ・レクリエーション活動の推進
②スポーツ・レクリエーション拠点の整備・充実

①からだの健康づくりの推進
②心の健康づくりの推進
③難病対策の充実
④感染症対策の充実

①介護予防活動の推進
②介護予防サービス基盤の充実

①高齢者・障害者にやさしい環境づくり
②高齢者の自立を支える地域づくり
③障害者の自立支援の充実
④介護サービス基盤の整備

①高齢者の社会参加と生きがいづくりの推進
②障害者の自立と社会参加の推進

①保健・医療・福祉の一体的なサービスの実現
②市民病院の充実
③救急医療体制の充実

①地域活動の推進
②ボランティア活動の推進
③地域の活動拠点の整備

①家庭における教育力の向上
②家庭・学校・地域との連携

⑵勤労者福祉の向上

⑴スポーツ・レクリエー
　ション活動の充実

⑵健康づくり活動の
　　充実

⑶介護予防活動の
　　充実

⑵コミュニティの再生

①浸水対策の強化
②地震対策の強化
③津波対策の強化
④土砂災害の防止
⑤災害への対応機能の強化
⑥防災意識の啓発
⑦危機管理体制の整備

①除排雪体制の強化
②道路の消雪施設の整備
③地域ぐるみの除排雪活動への支援

①多様な災害や事故への対応能力の強化
②地域における消防拠点の整備と機能強化
③応急手当の普及・救急車の適正利用の啓発
④市民の防火意識の高揚

①交通安全施設の整備
②子どもや高齢者の交通事故防止
③安全で快適な歩行空間の確保
④自転車利用者の快適性と安全の確保
⑤地域に根ざした交通安全活動の促進

①地域の防犯活動への支援
②夜間の防犯環境の向上
③防犯意識の啓発
④地域の防災活動への支援

（政策） （施策） （施策の方向）

①大気などの監視活動の強化
②事業所等への指導の強化
③食品衛生・環境衛生対策の強化
④身近な公園の安全確保
⑤空き地の適正な維持管理の指導
⑥地下水の適正利用

①消費生活の情報提供の充実
②食育や地産地消の推進
③食の安定供給

①上水道の整備
②汚水処理施設の整備
③地域の環境美化
④動物愛護の推進
⑤墓地・斎場の環境整備

①ごみの減量とリサイクルの推進
②再生資源の利用促進
③廃棄物の適正処理の推進
④エコタウンの充実

①バイオマスエネルギーの活用
②太陽光発電の導入促進
③小水力発電の普及促進
④省エネ設備の導入促進
⑤次世代自動車の普及促進
⑥省エネルギー対策の推進
⑦未利用エネルギー等の活用

①環境負荷低減への取り組みの支援・拡充
②環境負荷低減に関する情報の提供
③環境教育の推進

①計画的な森林の整備
②森林機能の重要性の啓発
③森林ボランティアとの連携

①生態系に配慮した取り組みの推進
②野生生物に関する知識の普及
③人身被害の防止

Ⅰ　人が輝き安心して暮らせるまち Ⅱ　すべてにやさしい安全なまち

１ 

す
べ
て
の
世
代
が
学
び
豊
か
な
心
を

 

育
む
ま
ち
づ
く
り

５ 

共
に
生
き
共
に
支
え
る

 

ふ
れ
あ
い
の
ま
ち
づ
く
り

４ 

誰
も
が
自
立
し
安
心

 

し
て
暮
ら
せ
る

 

ま
ち
づ
く
り

３ 

健
康
で
健
全
に
暮
ら
す

 

元
気
な
ま
ち
づ
く
り

２ 

い
き
い
き
と
働
き

 

豊
か
に
暮
ら
す

 

ま
ち
づ
く
り

⑴個性や能力を生かし
　　た多様な雇用機会の
　　創出

⑴保健･医療･福祉の
　連携、充実

⑶家庭・地域における
　教育力の向上

⑴高齢者・障害者へ
　の支援

⑵社会参加と生きがい
　　づくり活動への支援

１ 

安
全
に
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現

２ 

人
と
自
然
に
や
さ
し
い

 

安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

３ 

地
球
に
や
さ
し
い
環
境
づ
く
り

４ 

暮
ら
し
の
安
全
を

 

守
る
森
づ
く
り

⑴災害に強いまちづくり

⑵雪に強いまちづくり

⑶消防・救急体制の
　　整備

⑷交通安全対策の
　　充実

⑸防犯・防災体制の
　充実

⑴安全で快適な
　　まちづくり

⑵安全･安心な消費
　 生活の推進

⑶快適な生活環境
    づくり

⑴循環型まちづくりの
    基盤整備

⑵エネルギーの有効
    活用

⑶市民・企業・行政の
    協働による環境負荷
    低減への取り組み

⑴森林機能の再生・
   強化

⑵生態系の保護・
    回復

①コンパクトなまちの実現に向けた整備計画の推進
②公共交通沿線居住の推進
③住宅ストック活用による歩いて暮らせるまちづくり

①まちなか居住の推進
②まちなかの生活環境の整備

①生活拠点地区の機能強化

①公共交通の利用促進

①基幹交通の利便性向上
②生活交通の確保

①国道や県道の整備促進
②市道の整備推進

①北陸新幹線の開業を見据えた富山駅周辺の
都市拠点づくり
②中心市街地の賑わい再生
③歩行空間の整備・充実
④やすらぎ空間の創生

①交流拠点施設の充実
②地域の個性の発揮
③個性的で機能的なサイン整備

①自然景観や伝統的な景観の保全・活用
②良好な市街地景観の創出
③景観に関する市民意識の啓発

①土地区画整理事業の推進
②多様な市民ニーズに対応した市営住宅の整備

①海辺の活用による沿岸地域の活性化
②河川の活用による沿川地域の活性化

①多様な目的に対応した公園などの整備
②緑地の維持と緑化活動の推進

①山間地での自然体験空間の整備
②都市と山村地域の交流事業の推進

（政策） （施策） （施策の方向）

①北陸新幹線の開業を見据えた広域観光の推進
②富山らしい滞在型観光の推進
③外国人観光客の誘致促進

①コンベンション誘致の推進
②アフターコンベンションの充実

①市民ぐるみでもてなす心の醸成

①富山のイメージを高めるブランド化の推進

①まちなか観光の推進
②地域の観光資源のネットワーク化による魅力の向上
③スキー場と温泉施設等との連携

①伝統文化等の保存・継承への支援
②伝統的なまち並みの保全と活用
③文化遺産等の保全と活用
④地域固有の文化資料等の電子化

①優れた芸術文化に親しむ機会の充実
②地域の芸術文化活動拠点の充実
③地域文化を支える人材の育成

①新たな芸術文化の創造への支援
②デザインの普及とデザイン活動への支援

①選ばれるまちづくりの推進
②都市間の連携・交流による魅力の創出

①さまざまな国際交流活動への支援
②外国人がすごしやすいまちづくり

①陸・海・空の広域交通ネットワークの活用

①各産業を支える人材育成
②起業者への支援

①新たな産業の育成
②企業立地の促進

①商工業等の振興
②中小企業経営基盤安定・強化への支援
③地域に根ざした農林漁業への支援
④商店街の活性化
⑤コミュニティビジネスへの支援

（政策） （施策） （施策の方向）

①一人ひとりの個性と創造性を尊重する社会づくり
②自然災害や事故・事件等への対応

①協働を推進する環境整備
②市政への参画機会の拡大
③地域の魅力を生かしたまちづくり

①社会制度や慣習を見直す意識啓発
②男女共同参画の環境整備
③女性の多様な能力の活用

①多様な行政ニーズに対応できる職員の育成
②職員の地域への参画

①健全財政の維持
②スリムな行政組織の構築等
③民間委託など民間活力の活用手法の推進
④公有財産の効率的な管理・利活用

①パブリックコメントなどの充実
②市民との意見交換の機会の充実
③広報紙等による情報提供の充実
④市史の編纂

①電子自治体の推進
②情報システムの最適化
③情報セキュリティ対策

①地方分権への対応
②広域行政の推進
③県との連携等の推進

（政策） （施策） （施策の方向）

Ⅲ 都市と自然が調和した潤いが実感できるまち

Ⅴ 新しい富山を創る協働のまち

Ⅳ 個性と創造性に満ちた活力あふれるまち

１

る
す
生
共
が
然
自
と
市
都

り
く
づ
ち
ま
の
り
と
ゆ
と
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わ
賑

２

海
「
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森･

と
水」
山

と
い
潤
る
え
映
が
緑

り
く
づ
ち
ま
の
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ら
安

３

な
ト
ク
パ
ン
コ

り
く
づ
ち
ま

４

ぐ
な
つ
を
点
拠
活
生

実
充
の
系
体
通
交

⑴賑わいと交流の都市
空間の整備・充実

⑵地域の個性と特性
を生かしたまちづくり

⑶ふるさと景観の保全
・形成

⑷ゆとりが感じられる
都市生活基盤の整備

⑴水辺環境の保全・
育成

⑵公園・緑地の整備

⑶中山間地域の振興

⑴歩いて暮らせるまち
づくりの推進

⑵まちなか居住の推進

⑶地域の生活拠点
地区の整備

⑴公共交通の利用促進

⑵拠点を結ぶ交通体系
の再構築

⑶地域を結び生活を
支える道路網の整備

１

く
輝
と
き
い
き
い

の
役
主
が
民
市

現
実
の
会
社

２

立
確
の」
ム
テ
ス
シ
政
財
行
「い
し
新

⑴一人ひとりが尊重され
る平和な社会づくり

⑵市民主体のまちづくり

⑶男女共同参画の推進

⑴職員の意識改革と
組織の活性化

⑵計画的で効率的な
行財政運営の推進

⑶開かれた行政の確立

⑷情報化の推進

⑸地方分権･広域行政
への対応

２

文
な
か
豊
性
個

化
・

史
歴

り
守
を

育

る
て

ま
ち
づ
く
り

３

き
行
が
報
情
・
の
も
・
人

進
促
の
流
交
な
彩
多
う
交

⑴広域・滞在型観光
の推進

⑵観光資源のネット
ワーク化の推進

⑶富山ブランドの発掘
　・発信

⑷コンベンションの振興

⑸おもてなしの心の醸成

⑴伝統的文化・文化
遺産の保全、活用

⑵新たな芸術文化の
発信

⑶市民の芸術文化活動
への支援

⑴広域交流の推進・
充実

⑵発展と交流を支える
広域交通ネットワーク
の整備・充実

⑶世界とふれあう多様な
交流の促進

⑴とやまの活力を生み
出す人づくり

⑵とやまの魅力と活力
を築くものづくり・
しくみづくり

⑶とやまの未来を拓く
新産業・新事業の
創造

１

た
ち
満
に
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と
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光
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後
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第
８
章
　
施
策
の
体
系

①多様な保育サービスなどの提供
②保育所など児童福祉施設の整備・充実
③児童健全育成事業の充実
④子育て相談の充実
⑤母子保健の充実
⑥ひとり親家庭への支援
⑦不妊治療への支援
⑧児童虐待防止体制の整備
⑨子育て意識の啓発
⑩子育てと仕事の両立支援

①自主性や創造性を育てる教育の推進
②学校教育環境の整備
③安心・安全な学校づくり
④食育と健康管理の推進

①市立専門学校の教育研究機能の充実
②高等教育機関との連携強化

①生涯学習活動の充実
②生涯学習拠点の充実

（政策） （施策） （施策の方向）

⑵学校教育の充実

⑷市民の自主的な
   学習環境の充実

⑴子育て環境の充実

⑶高等教育の推進

①就業環境の向上
②仕事と家庭が両立できる職場環境づくり

①雇用機会の拡大と就労支援

①スポーツ・レクリエーション活動の推進
②スポーツ・レクリエーション拠点の整備・充実

①からだの健康づくりの推進
②心の健康づくりの推進
③難病対策の充実
④感染症対策の充実

①介護予防活動の推進
②介護予防サービス基盤の充実

①高齢者・障害者にやさしい環境づくり
②高齢者の自立を支える地域づくり
③障害者の自立支援の充実
④介護サービス基盤の整備

①高齢者の社会参加と生きがいづくりの推進
②障害者の自立と社会参加の推進

①保健・医療・福祉の一体的なサービスの実現
②市民病院の充実
③救急医療体制の充実

①地域活動の推進
②ボランティア活動の推進
③地域の活動拠点の整備

①家庭における教育力の向上
②家庭・学校・地域との連携

⑵勤労者福祉の向上

⑴スポーツ・レクリエー
　ション活動の充実

⑵健康づくり活動の
　　充実

⑶介護予防活動の
　　充実

⑵コミュニティの再生

①浸水対策の強化
②地震対策の強化
③津波対策の強化
④土砂災害の防止
⑤災害への対応機能の強化
⑥防災意識の啓発
⑦危機管理体制の整備

①除排雪体制の強化
②道路の消雪施設の整備
③地域ぐるみの除排雪活動への支援

①多様な災害や事故への対応能力の強化
②地域における消防拠点の整備と機能強化
③応急手当の普及・救急車の適正利用の啓発
④市民の防火意識の高揚

①交通安全施設の整備
②子どもや高齢者の交通事故防止
③安全で快適な歩行空間の確保
④自転車利用者の快適性と安全の確保
⑤地域に根ざした交通安全活動の促進

①地域の防犯活動への支援
②夜間の防犯環境の向上
③防犯意識の啓発
④地域の防災活動への支援

（政策） （施策） （施策の方向）

①大気などの監視活動の強化
②事業所等への指導の強化
③食品衛生・環境衛生対策の強化
④身近な公園の安全確保
⑤空き地の適正な維持管理の指導
⑥地下水の適正利用

①消費生活の情報提供の充実
②食育や地産地消の推進
③食の安定供給

①上水道の整備
②汚水処理施設の整備
③地域の環境美化
④動物愛護の推進
⑤墓地・斎場の環境整備

①ごみの減量とリサイクルの推進
②再生資源の利用促進
③廃棄物の適正処理の推進
④エコタウンの充実

①バイオマスエネルギーの活用
②太陽光発電の導入促進
③小水力発電の普及促進
④省エネ設備の導入促進
⑤次世代自動車の普及促進
⑥省エネルギー対策の推進
⑦未利用エネルギー等の活用

①環境負荷低減への取り組みの支援・拡充
②環境負荷低減に関する情報の提供
③環境教育の推進

①計画的な森林の整備
②森林機能の重要性の啓発
③森林ボランティアとの連携

①生態系に配慮した取り組みの推進
②野生生物に関する知識の普及
③人身被害の防止

Ⅰ　人が輝き安心して暮らせるまち Ⅱ　すべてにやさしい安全なまち

１ 

す
べ
て
の
世
代
が
学
び
豊
か
な
心
を

 

育
む
ま
ち
づ
く
り

５ 

共
に
生
き
共
に
支
え
る

 

ふ
れ
あ
い
の
ま
ち
づ
く
り

４ 

誰
も
が
自
立
し
安
心

 

し
て
暮
ら
せ
る

 

ま
ち
づ
く
り

３ 

健
康
で
健
全
に
暮
ら
す

 

元
気
な
ま
ち
づ
く
り

２ 

い
き
い
き
と
働
き

 

豊
か
に
暮
ら
す

 

ま
ち
づ
く
り

⑴個性や能力を生かし
　　た多様な雇用機会の
　　創出

⑴保健･医療･福祉の
　連携、充実

⑶家庭・地域における
　教育力の向上

⑴高齢者・障害者へ
　の支援

⑵社会参加と生きがい
　　づくり活動への支援

１ 

安
全
に
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現

２ 

人
と
自
然
に
や
さ
し
い

 

安
全
・
安
心
な
ま
ち
づ
く
り

３ 

地
球
に
や
さ
し
い
環
境
づ
く
り

４ 

暮
ら
し
の
安
全
を

 

守
る
森
づ
く
り

⑴災害に強いまちづくり

⑵雪に強いまちづくり

⑶消防・救急体制の
　　整備

⑷交通安全対策の
　　充実

⑸防犯・防災体制の
　充実

⑴安全で快適な
　　まちづくり

⑵安全･安心な消費
　 生活の推進

⑶快適な生活環境
    づくり

⑴循環型まちづくりの
    基盤整備

⑵エネルギーの有効
    活用

⑶市民・企業・行政の
    協働による環境負荷
    低減への取り組み

⑴森林機能の再生・
   強化

⑵生態系の保護・
    回復

①コンパクトなまちの実現に向けた整備計画の推進
②公共交通沿線居住の推進
③住宅ストック活用による歩いて暮らせるまちづくり

①まちなか居住の推進
②まちなかの生活環境の整備

①生活拠点地区の機能強化

①公共交通の利用促進

①基幹交通の利便性向上
②生活交通の確保

①国道や県道の整備促進
②市道の整備推進

①北陸新幹線の開業を見据えた富山駅周辺の
都市拠点づくり
②中心市街地の賑わい再生
③歩行空間の整備・充実
④やすらぎ空間の創生

①交流拠点施設の充実
②地域の個性の発揮
③個性的で機能的なサイン整備

①自然景観や伝統的な景観の保全・活用
②良好な市街地景観の創出
③景観に関する市民意識の啓発

①土地区画整理事業の推進
②多様な市民ニーズに対応した市営住宅の整備

①海辺の活用による沿岸地域の活性化
②河川の活用による沿川地域の活性化

①多様な目的に対応した公園などの整備
②緑地の維持と緑化活動の推進

①山間地での自然体験空間の整備
②都市と山村地域の交流事業の推進

（政策） （施策） （施策の方向）

①北陸新幹線の開業を見据えた広域観光の推進
②富山らしい滞在型観光の推進
③外国人観光客の誘致促進

①コンベンション誘致の推進
②アフターコンベンションの充実

①市民ぐるみでもてなす心の醸成

①富山のイメージを高めるブランド化の推進

①まちなか観光の推進
②地域の観光資源のネットワーク化による魅力の向上
③スキー場と温泉施設等との連携

①伝統文化等の保存・継承への支援
②伝統的なまち並みの保全と活用
③文化遺産等の保全と活用
④地域固有の文化資料等の電子化

①優れた芸術文化に親しむ機会の充実
②地域の芸術文化活動拠点の充実
③地域文化を支える人材の育成

①新たな芸術文化の創造への支援
②デザインの普及とデザイン活動への支援

①選ばれるまちづくりの推進
②都市間の連携・交流による魅力の創出

①さまざまな国際交流活動への支援
②外国人がすごしやすいまちづくり

①陸・海・空の広域交通ネットワークの活用

①各産業を支える人材育成
②起業者への支援

①新たな産業の育成
②企業立地の促進

①商工業等の振興
②中小企業経営基盤安定・強化への支援
③地域に根ざした農林漁業への支援
④商店街の活性化
⑤コミュニティビジネスへの支援

（政策） （施策） （施策の方向）

①一人ひとりの個性と創造性を尊重する社会づくり
②自然災害や事故・事件等への対応

①協働を推進する環境整備
②市政への参画機会の拡大
③地域の魅力を生かしたまちづくり

①社会制度や慣習を見直す意識啓発
②男女共同参画の環境整備
③女性の多様な能力の活用

①多様な行政ニーズに対応できる職員の育成
②職員の地域への参画

①健全財政の維持
②スリムな行政組織の構築等
③民間委託など民間活力の活用手法の推進
④公有財産の効率的な管理・利活用

①パブリックコメントなどの充実
②市民との意見交換の機会の充実
③広報紙等による情報提供の充実
④市史の編纂

①電子自治体の推進
②情報システムの最適化
③情報セキュリティ対策

①地方分権への対応
②広域行政の推進
③県との連携等の推進

（政策） （施策） （施策の方向）

Ⅲ 都市と自然が調和した潤いが実感できるまち

Ⅴ 新しい富山を創る協働のまち

Ⅳ 個性と創造性に満ちた活力あふれるまち

１

る
す
生
共
が
然
自
と
市
都

り
く
づ
ち
ま
の
り
と
ゆ
と
い
わ
賑

２

海
「

･

川･

森･

と
水」
山

と
い
潤
る
え
映
が
緑

り
く
づ
ち
ま
の
ぎ
ら
安

３

な
ト
ク
パ
ン
コ

り
く
づ
ち
ま

４

ぐ
な
つ
を
点
拠
活
生

実
充
の
系
体
通
交

⑴賑わいと交流の都市
空間の整備・充実

⑵地域の個性と特性
を生かしたまちづくり

⑶ふるさと景観の保全
・形成

⑷ゆとりが感じられる
都市生活基盤の整備

⑴水辺環境の保全・
育成

⑵公園・緑地の整備

⑶中山間地域の振興

⑴歩いて暮らせるまち
づくりの推進

⑵まちなか居住の推進

⑶地域の生活拠点
地区の整備

⑴公共交通の利用促進

⑵拠点を結ぶ交通体系
の再構築

⑶地域を結び生活を
支える道路網の整備

１

く
輝
と
き
い
き
い

の
役
主
が
民
市

現
実
の
会
社

２

立
確
の」
ム
テ
ス
シ
政
財
行
「い
し
新

⑴一人ひとりが尊重され
る平和な社会づくり

⑵市民主体のまちづくり

⑶男女共同参画の推進

⑴職員の意識改革と
組織の活性化

⑵計画的で効率的な
行財政運営の推進

⑶開かれた行政の確立

⑷情報化の推進

⑸地方分権･広域行政
への対応

２

文
な
か
豊
性
個

化
・

史
歴

り
守
を

育

る
て

ま
ち
づ
く
り

３

き
行
が
報
情
・
の
も
・
人

進
促
の
流
交
な
彩
多
う
交

⑴広域・滞在型観光
の推進

⑵観光資源のネット
ワーク化の推進

⑶富山ブランドの発掘
　・発信

⑷コンベンションの振興

⑸おもてなしの心の醸成

⑴伝統的文化・文化
遺産の保全、活用

⑵新たな芸術文化の
発信

⑶市民の芸術文化活動
への支援

⑴広域交流の推進・
充実

⑵発展と交流を支える
広域交通ネットワーク
の整備・充実

⑶世界とふれあう多様な
交流の促進

⑴とやまの活力を生み
出す人づくり

⑵とやまの魅力と活力
を築くものづくり・
しくみづくり

⑶とやまの未来を拓く
新産業・新事業の
創造

１

た
ち
満
に
見
発
と
い
会
出

り
く
づ
ち
ま
の
光
観
る
あ
力
魅

４

る
す
造
創
を
値
価
い
し
新

興
振
の
業
産
る
あ
力
活
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【選定の視点】
　本市の都市像である「人・まち・自然が調和する�活力
都市とやま」の実現に向け、後期基本計画期間内に推進
する取り組みのうち、次の視点により、特に優先的・重
点的な取り組みを厳選し、新たに重点プロジェクトとし
て位置づける。

①�北陸新幹線の開業を踏まえ、広域交流拠点都市の形成
に寄与する事業
②�時代潮流を踏まえ、緊急的かつ優先的な取り組みが必
要である事業
③市民の関心が高く、強く求められている事業

重点プロジェクトについて

重点プロジェクトの概念図

【まちづくりの目標（５）、総合計画事業（157）】

【重点プロジェクト（６）】
重点テーマ（39）、重点事業（57）

【都市像】

人・まち・自然が調和する

活力都市とやま

Ⅱ
すべてに
やさしい
安全な
まち

Ⅳ
個性と創造
性に満ちた
活力あふれ
るまち

Ⅴ
新しい富山を

創る
協働の
まち

Ⅰ
人が輝き
安心して
暮らせる
まち

Ⅲ
都市と自然が
調和した
潤いが実感
できる
まち

時代潮流北陸新幹線 市民ニーズ

【選定の視点】

２. 医療・福祉の充実
及び健康づくりの推進

５. 公共交通を軸とした
コンパクトなまちづくりの推進

１. 子育て環境の充実

４. 環境にやさしい
まちづくりの推進

３. 災害に強い
まちづくりの推進

６. 雇用機会の創出と
産業の振興

重点プロジェクト第9章
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重点プロジェクト一覧

重点プロジェクト 重点テーマ 重点事業 成果指標

１
子育て環境の充実
（８事業）

保育所など児童福祉施設
の整備・充実

多機能保育所の整備 ○�延長保育の実施率
○�病児・病後児保育（体調不良児
対応型）の実施率

○�放課後児童健全育成事業の年間
利用人数

○�地域児童健全育成事業の年間利
用人数

○�ファミリー・サポート・センター
会員の活動回数

児童館の整備

児童健全育成事業の充実
放課後児童健全育成事業
地域児童健全育成事業

子育てと仕事の両立支援 ファミリー・サポート・センター事業

学校教育環境の整備
校舎改築事業
大規模改造事業
屋内運動場建設事業

２
医療・福祉の充実

及び
健康づくりの推進
（８事業）

スポーツ・レクリエー
ション拠点の整備・充実

体育施設整備事業
○�成人のスポーツ実施率
○�意識的にからだを動かす市民の
割合

○�壮年期者（40～ 64歳）の悪性
新生物による死亡数

○�介護予防事業の改善効果のあっ
た人数

○�障害者グループホーム・ケア
ホームの定員数

からだの健康づくりの推
進

健康づくり推進事業
がん検診事業

高齢者・障害者にやさし
い環境づくり

地域優良賃貸住宅の整備

障害者の自立支援の充実 障害者グループホーム・ケアホームの整備

介護サービス基盤の整備
特別養護老人ホーム建設助成事業　
地域密着型サービス等拠点整備事業

市民病院の充実 市民病院外来診療部門等整備事業

３
災害に強い

まちづくりの推進
（16事業

（うち再掲３事業））

学校教育環境の整備
（再掲）

校舎改築事業（再掲）

○�大雨に対して安全である地区の
面積の割合

○住宅の耐震化率
○重要な橋梁の耐震化率
○防災行政無線の整備率
○水道管路の耐震化率
○救急隊の現場到着時間
○年間出火率
○青果部・水産物部取扱金額

大規模改造事業（再掲）
屋内運動場建設事業（再掲）

浸水対策の強化
公共下水道（雨水）整備による浸水対策
浸水対策事業（雨水流出抑制）
火防水路改良事業

地震対策の強化
木造住宅耐震改修支援事業
富山市地域防災計画の見直し

津波対策の強化
漁港海岸保全施設整備事業
津波浸水予測図の作成

災害への対応機能の強化

信頼性の高い上水道導送配水システムの構
築
橋梁保全事業
防災行政無線の整備

防災意識の啓発 自主防災組織育成事業
多様な災害や事故への対
応能力の強化

消防救急無線デジタル化事業

地域における消防拠点の
整備と機能強化

消防署等常備消防拠点整備事業

４
環境にやさしい
まちづくりの推進
（７事業）

自転車利用者の快適性と
安全の確保

自転車利用環境整備事業 ○�ふるさと富山美化大作戦参加者
数

○�市民１人１日当たりの一般廃棄
物排出量

○一般廃棄物のリサイクル率
○�産業廃棄物減量化･循環利用率
○�温室効果ガス排出量の削減割合
○�住宅用太陽光発電システム設置
補助件数

○省エネ設備設置補助件数

ごみの減量とリサイクル
の推進

ごみ減量化・資源化推進事業

バイオマスエネルギーの
活用

森林バイオマス活用事業

太陽光発電の導入促進 太陽光発電システム導入補助事業
小水力発電の普及促進 小水力発電普及促進事業
省エネ設備の導入促進 省エネ設備等導入補助事業
未利用エネルギー等の活用 未利用エネルギー等導入検討事業



28

後
期
基
本
計
画
（
総
論
）

第
９
章
　
重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

【選定の視点】
　本市の都市像である「人・まち・自然が調和する�活力
都市とやま」の実現に向け、後期基本計画期間内に推進
する取り組みのうち、次の視点により、特に優先的・重
点的な取り組みを厳選し、新たに重点プロジェクトとし
て位置づける。

①�北陸新幹線の開業を踏まえ、広域交流拠点都市の形成
に寄与する事業
②�時代潮流を踏まえ、緊急的かつ優先的な取り組みが必
要である事業
③市民の関心が高く、強く求められている事業

重点プロジェクトについて

重点プロジェクトの概念図

【まちづくりの目標（５）、総合計画事業（157）】

【重点プロジェクト（６）】
重点テーマ（39）、重点事業（57）

【都市像】

人・まち・自然が調和する

活力都市とやま

Ⅱ
すべてに
やさしい
安全な
まち

Ⅳ
個性と創造
性に満ちた
活力あふれ
るまち

Ⅴ
新しい富山を

創る
協働の
まち

Ⅰ
人が輝き
安心して
暮らせる
まち

Ⅲ
都市と自然が
調和した
潤いが実感
できる
まち

時代潮流北陸新幹線 市民ニーズ

【選定の視点】

２. 医療・福祉の充実
及び健康づくりの推進

５. 公共交通を軸とした
コンパクトなまちづくりの推進

１. 子育て環境の充実

４. 環境にやさしい
まちづくりの推進

３. 災害に強い
まちづくりの推進

６. 雇用機会の創出と
産業の振興

重点プロジェクト第9章
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重点プロジェクト一覧

重点プロジェクト 重点テーマ 重点事業 成果指標

１
子育て環境の充実
（８事業）

保育所など児童福祉施設
の整備・充実

多機能保育所の整備 ○�延長保育の実施率
○�病児・病後児保育（体調不良児
対応型）の実施率

○�放課後児童健全育成事業の年間
利用人数

○�地域児童健全育成事業の年間利
用人数

○�ファミリー・サポート・センター
会員の活動回数

児童館の整備

児童健全育成事業の充実
放課後児童健全育成事業
地域児童健全育成事業

子育てと仕事の両立支援 ファミリー・サポート・センター事業

学校教育環境の整備
校舎改築事業
大規模改造事業
屋内運動場建設事業

２
医療・福祉の充実

及び
健康づくりの推進
（８事業）

スポーツ・レクリエー
ション拠点の整備・充実

体育施設整備事業
○�成人のスポーツ実施率
○�意識的にからだを動かす市民の
割合

○�壮年期者（40～ 64歳）の悪性
新生物による死亡数

○�介護予防事業の改善効果のあっ
た人数

○�障害者グループホーム・ケア
ホームの定員数

からだの健康づくりの推
進

健康づくり推進事業
がん検診事業

高齢者・障害者にやさし
い環境づくり

地域優良賃貸住宅の整備

障害者の自立支援の充実 障害者グループホーム・ケアホームの整備

介護サービス基盤の整備
特別養護老人ホーム建設助成事業　
地域密着型サービス等拠点整備事業

市民病院の充実 市民病院外来診療部門等整備事業

３
災害に強い

まちづくりの推進
（16事業

（うち再掲３事業））

学校教育環境の整備
（再掲）

校舎改築事業（再掲）

○�大雨に対して安全である地区の
面積の割合

○住宅の耐震化率
○重要な橋梁の耐震化率
○防災行政無線の整備率
○水道管路の耐震化率
○救急隊の現場到着時間
○年間出火率
○青果部・水産物部取扱金額

大規模改造事業（再掲）
屋内運動場建設事業（再掲）

浸水対策の強化
公共下水道（雨水）整備による浸水対策
浸水対策事業（雨水流出抑制）
火防水路改良事業

地震対策の強化
木造住宅耐震改修支援事業
富山市地域防災計画の見直し

津波対策の強化
漁港海岸保全施設整備事業
津波浸水予測図の作成

災害への対応機能の強化

信頼性の高い上水道導送配水システムの構
築
橋梁保全事業
防災行政無線の整備

防災意識の啓発 自主防災組織育成事業
多様な災害や事故への対
応能力の強化

消防救急無線デジタル化事業

地域における消防拠点の
整備と機能強化

消防署等常備消防拠点整備事業

４
環境にやさしい
まちづくりの推進
（７事業）

自転車利用者の快適性と
安全の確保

自転車利用環境整備事業 ○�ふるさと富山美化大作戦参加者
数

○�市民１人１日当たりの一般廃棄
物排出量

○一般廃棄物のリサイクル率
○�産業廃棄物減量化･循環利用率
○�温室効果ガス排出量の削減割合
○�住宅用太陽光発電システム設置
補助件数

○省エネ設備設置補助件数

ごみの減量とリサイクル
の推進

ごみ減量化・資源化推進事業

バイオマスエネルギーの
活用

森林バイオマス活用事業

太陽光発電の導入促進 太陽光発電システム導入補助事業
小水力発電の普及促進 小水力発電普及促進事業
省エネ設備の導入促進 省エネ設備等導入補助事業
未利用エネルギー等の活用 未利用エネルギー等導入検討事業
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重点プロジェクト 重点テーマ 重点事業 成果指標

５
公共交通を軸とした
コンパクトな
まちづくりの推進
（15事業）

北陸新幹線の開業を見据
えた富山駅周辺の都市拠
点づくり

富山駅周辺地区南北一体的なまちづくり事
業

○�富山駅周辺地区の歩行者数
○中心商業地区の歩行者数
○公共交通利用者数
○�総人口に占める公共交通が便利
な地域に居住する人口の割合

○�中心市街地の居住人口の社会増
加

○�地域の生活拠点地区の整備に対
し満足・ほぼ満足と感じる市民
の割合

路面電車の南北接続事業
富山駅周辺地区土地区画整理事業

中心市街地の賑わい再生
新規出店サポート事業
おでかけ定期券事業
西町南地区複合施設整備事業

コンパクトなまちの実現
に向けた整備計画の推進

コンパクトなまちづくり推進事業

公共交通沿線居住の推進 公共交通沿線居住推進事業
住宅ストック活用による歩
いて暮らせるまちづくり

住宅ストック活用推進事業

まちなか居住の推進 まちなか居住推進事業
公共交通の利用促進 公共交通利用促進啓発事業

基幹交通の利便性向上
バス交通維持活性化支援事業
鉄軌道維持活性化事業

生活交通の確保
コミュニティバスの運行・地域自主運行バ
スへの支援

新たな芸術文化の創造へ
の支援

ガラスの街づくり事業　

６
雇用機会の創出と
産業の振興
（７事業

（うち再掲１事業））

子育てと仕事の両立支援
（再掲）

ファミリー・サポート・センター事業（再掲）
○�県内高校出身の大学生のUター
ン就職率

○�観光庁観光客入込統計調査によ
る宿泊者数

○�コンベンション開催数及び参加
者数

○製造品出荷額等
○�認定農業者等が占める経営面積
比率

○事業所の新規開業率
○�新規事業所開設による雇用者数
○企業団地への入居率

スキー場と温泉施設等と
の連携

立山山麓活性化事業

富山のイメージを高める
ブランド化の推進

くすり関連施設整備事業

各産業を支える人材育成 担い手総合支援事業

地域に根ざした農林漁業
への支援

富山とれたてネットワーク事業
農商工連携推進事業

企業立地の促進 企業団地造成事業

総合計画事業に占める重点事業の割合 57（重点事業）／ 157（総合計画事業）＝36.3％

ガラス美術館や図書館本館が入居する
再開発ビルの完成イメージ図

富山駅南口の整備イメージ図
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１　土地利用の考え方
　本市の土地利用については、これまでの形態を尊重し
つつ、都市的な土地利用と農業・自然的な土地利用の調
和を基本として、市街地ゾーン、田園環境共生ゾーン、自
然環境共生ゾーン、自然環境保全ゾーンの４つの区分を
定めます。また、市街地ゾーンについては、主要な用途
である商業系、産業系、住宅系に区分して土地利用を進
めます。

２　土地利用の将来像
（1）市街地ゾーン
①商業系土地利用
　本市の都心及び婦中地域の速星駅周辺では広域的な商
業地が形成され、地域生活拠点を中心とした地域ではそ
れぞれに核となる商業地が形成されています。また、幹
線道路などの沿道でも商業立地が進行しています。
　商業系の土地利用は、広域的な商業機能の一層の充実
を図るとともに、地域生活拠点のうち、地域の商業核と
なっている地区においては、生活に身近な商業機能の充
実を図ります。また、沿道での商業立地は、広域的な商
業機能及び地域的な商業機能の集積に影響を及ぼさない
業種・業態を基本とします。
　このため、商業系の土地利用は、広域的な商業地や地
域的な商業地の配置を推進するとともに、沿道での商業
立地の適正化を図ります。

②産業系土地利用
　富山地域の臨海部及び神通川沿いなどのほか、速星駅
周辺（婦中）、富山八尾中核工業団地、中大久保企業団地（大
沢野）などに工業機能が集積しています。また、流通業
務機能の拠点として、富山問屋センターや地方卸売市場
等があります。
　産業系の土地利用は、既存の工場や新たな工業用地に
ついては、周辺環境と調和のとれた生産環境の形成を図
るとともに、交通アクセスや労働力の確保等に配慮した
適切な配置誘導を推進します。また、富山問屋センター、
並びに地方卸売市場及びその周辺等の流通業務地区につ
いては、流通業務に関連する事務所、店舗等の集積を図
ります。
　このため、産業系の土地利用は、産業・経済に寄与す
る工業地区及び、生産や消費を支える流通業務地区とし

て、生産性や利便性など地域の特性を生かした産業拠点
を推進します。

③住宅系土地利用
　都心地区周辺は、商業機能等と共存した利便性の高い
住宅市街地が形成されています。また、富山地域の郊外
部及び大沢野地域・大山地域・八尾地域・婦中地域では
戸建住宅を主体とする住宅地が形成されています。交通
利便性の高い沿道や工業集積地の周辺では、商業系や工
業系の土地利用と住宅とが複合しています。
　住宅系土地利用では、戸建住宅を中心とした低層住宅
地や周辺と調和のとれた中高層住宅地において、良好な
住環境の保全・創出を図ります。また、住宅を主体とし
つつ、身近な商業等の利便性を享受できる住環境の形成
を図ります。さらに、商業機能や工業機能と複合してい
る住宅地では、住宅と諸機能が調和した住環境の形成を
図ります。
　このため、住宅系の土地利用は、専ら住宅を主体とす
る住宅地や、商業等の生活利便施設を許容する住宅地、商
業機能や産業機能を主体として住宅と複合する地区など、
地域の特性を生かした配置を行うとともに、鉄軌道や運
行頻度が高いバス路線の沿線に居住人口等の集積を図り
ます。

（２）　田園環境共生ゾーン
　神通川、常願寺川中流域は、主として農用地としての
利用がなされており、集落や住宅団地、工業団地が点在
しています。
　田園環境共生ゾーンでは、平坦部に拡がる農用地につ
いて、水循環や景観などの公益的機能の維持・充実を図
るとともに、集落では、良好な環境の形成を図ります。
　このため、田園環境共生ゾーンでは、まとまりのある
農用地の保全及び集落機能の維持を基本とし、住宅団地
や工業団地は、地域の活性化の観点からその機能を確保
し適正な土地利用の誘導を図ります。

（３）　自然環境共生ゾーン
　丘陵性の地形の中山間地域は、川沿いや道路等の交通
網沿いに農地・集落が点在しています。
　自然環境共生ゾーンでは、農地・集落が空間的に一体
となって、水循環や景観などの公益的機能を果たしてお

土地利用の方針第10章
第1節   土地利用の基本方針
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重点プロジェクト 重点テーマ 重点事業 成果指標

５
公共交通を軸とした
コンパクトな

まちづくりの推進
（15事業）

北陸新幹線の開業を見据
えた富山駅周辺の都市拠
点づくり

富山駅周辺地区南北一体的なまちづくり事
業

○�富山駅周辺地区の歩行者数
○中心商業地区の歩行者数
○公共交通利用者数
○�総人口に占める公共交通が便利
な地域に居住する人口の割合

○�中心市街地の居住人口の社会増
加

○�地域の生活拠点地区の整備に対
し満足・ほぼ満足と感じる市民
の割合

路面電車の南北接続事業
富山駅周辺地区土地区画整理事業

中心市街地の賑わい再生
新規出店サポート事業
おでかけ定期券事業
西町南地区複合施設整備事業

コンパクトなまちの実現
に向けた整備計画の推進

コンパクトなまちづくり推進事業

公共交通沿線居住の推進 公共交通沿線居住推進事業
住宅ストック活用による歩
いて暮らせるまちづくり

住宅ストック活用推進事業

まちなか居住の推進 まちなか居住推進事業
公共交通の利用促進 公共交通利用促進啓発事業

基幹交通の利便性向上
バス交通維持活性化支援事業
鉄軌道維持活性化事業

生活交通の確保
コミュニティバスの運行・地域自主運行バ
スへの支援

新たな芸術文化の創造へ
の支援

ガラスの街づくり事業　

６
雇用機会の創出と
産業の振興
（７事業

（うち再掲１事業））

子育てと仕事の両立支援
（再掲）

ファミリー・サポート・センター事業（再掲）
○�県内高校出身の大学生のUター
ン就職率

○�観光庁観光客入込統計調査によ
る宿泊者数

○�コンベンション開催数及び参加
者数

○製造品出荷額等
○�認定農業者等が占める経営面積
比率

○事業所の新規開業率
○�新規事業所開設による雇用者数
○企業団地への入居率

スキー場と温泉施設等と
の連携

立山山麓活性化事業

富山のイメージを高める
ブランド化の推進

くすり関連施設整備事業

各産業を支える人材育成 担い手総合支援事業

地域に根ざした農林漁業
への支援

富山とれたてネットワーク事業
農商工連携推進事業

企業立地の促進 企業団地造成事業

総合計画事業に占める重点事業の割合 57（重点事業）／ 157（総合計画事業）＝36.3％

ガラス美術館や図書館本館が入居する
再開発ビルの完成イメージ図

富山駅南口の整備イメージ図
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１　土地利用の考え方
　本市の土地利用については、これまでの形態を尊重し
つつ、都市的な土地利用と農業・自然的な土地利用の調
和を基本として、市街地ゾーン、田園環境共生ゾーン、自
然環境共生ゾーン、自然環境保全ゾーンの４つの区分を
定めます。また、市街地ゾーンについては、主要な用途
である商業系、産業系、住宅系に区分して土地利用を進
めます。

２　土地利用の将来像
（1）市街地ゾーン
①商業系土地利用
　本市の都心及び婦中地域の速星駅周辺では広域的な商
業地が形成され、地域生活拠点を中心とした地域ではそ
れぞれに核となる商業地が形成されています。また、幹
線道路などの沿道でも商業立地が進行しています。
　商業系の土地利用は、広域的な商業機能の一層の充実
を図るとともに、地域生活拠点のうち、地域の商業核と
なっている地区においては、生活に身近な商業機能の充
実を図ります。また、沿道での商業立地は、広域的な商
業機能及び地域的な商業機能の集積に影響を及ぼさない
業種・業態を基本とします。
　このため、商業系の土地利用は、広域的な商業地や地
域的な商業地の配置を推進するとともに、沿道での商業
立地の適正化を図ります。

②産業系土地利用
　富山地域の臨海部及び神通川沿いなどのほか、速星駅
周辺（婦中）、富山八尾中核工業団地、中大久保企業団地（大
沢野）などに工業機能が集積しています。また、流通業
務機能の拠点として、富山問屋センターや地方卸売市場
等があります。
　産業系の土地利用は、既存の工場や新たな工業用地に
ついては、周辺環境と調和のとれた生産環境の形成を図
るとともに、交通アクセスや労働力の確保等に配慮した
適切な配置誘導を推進します。また、富山問屋センター、
並びに地方卸売市場及びその周辺等の流通業務地区につ
いては、流通業務に関連する事務所、店舗等の集積を図
ります。
　このため、産業系の土地利用は、産業・経済に寄与す
る工業地区及び、生産や消費を支える流通業務地区とし

て、生産性や利便性など地域の特性を生かした産業拠点
を推進します。

③住宅系土地利用
　都心地区周辺は、商業機能等と共存した利便性の高い
住宅市街地が形成されています。また、富山地域の郊外
部及び大沢野地域・大山地域・八尾地域・婦中地域では
戸建住宅を主体とする住宅地が形成されています。交通
利便性の高い沿道や工業集積地の周辺では、商業系や工
業系の土地利用と住宅とが複合しています。
　住宅系土地利用では、戸建住宅を中心とした低層住宅
地や周辺と調和のとれた中高層住宅地において、良好な
住環境の保全・創出を図ります。また、住宅を主体とし
つつ、身近な商業等の利便性を享受できる住環境の形成
を図ります。さらに、商業機能や工業機能と複合してい
る住宅地では、住宅と諸機能が調和した住環境の形成を
図ります。
　このため、住宅系の土地利用は、専ら住宅を主体とす
る住宅地や、商業等の生活利便施設を許容する住宅地、商
業機能や産業機能を主体として住宅と複合する地区など、
地域の特性を生かした配置を行うとともに、鉄軌道や運
行頻度が高いバス路線の沿線に居住人口等の集積を図り
ます。

（２）　田園環境共生ゾーン
　神通川、常願寺川中流域は、主として農用地としての
利用がなされており、集落や住宅団地、工業団地が点在
しています。
　田園環境共生ゾーンでは、平坦部に拡がる農用地につ
いて、水循環や景観などの公益的機能の維持・充実を図
るとともに、集落では、良好な環境の形成を図ります。
　このため、田園環境共生ゾーンでは、まとまりのある
農用地の保全及び集落機能の維持を基本とし、住宅団地
や工業団地は、地域の活性化の観点からその機能を確保
し適正な土地利用の誘導を図ります。

（３）　自然環境共生ゾーン
　丘陵性の地形の中山間地域は、川沿いや道路等の交通
網沿いに農地・集落が点在しています。
　自然環境共生ゾーンでは、農地・集落が空間的に一体
となって、水循環や景観などの公益的機能を果たしてお

土地利用の方針第10章
第1節   土地利用の基本方針
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　本市は、これまで、人口の増加とともに薄く広がった
拡散型の市街地を形成してきました。
　今後は、人口減少と少子・超高齢社会の本格的な到来
を見据え、健康・医療・福祉との連携や、農山村部の集
落機能の維持など地域特性にも配慮しながら、各地域の
ストックを生かした、拠点集中型のコンパクトなまちづ
くりを目指し、次のような方針で都市構造を形成してい
きます。

１　拠点の形成と都市構造の将来像
�（１）　都心と地域生活拠点の形成
　本市が、コンパクトなまちづくりを進めていくために
は、これまでのような市街地の拡大傾向を抑制するとと
もに、既成市街地への都市機能の集約を図ることが必要
です。
　また、都市機能の集約にあたっては、本市の顔となる

中心的な拠点を「都心」と位置付けるとともに、市域を
複数の地域生活圏に分割し、地域住民の日常的な生活に
必要な機能が備わっている拠点を「地域生活拠点」と位
置付けます。

（２）　地域生活圏の区分
　地域生活拠点を中心に、地理的・歴史的なつながりを
もった、まとまりのある地域を、地域生活圏と位置付け
ます。
　富山地域では、河川等の地形や小中学校区などを考慮
し、８つの地域生活圏に区分するとともに、大沢野地域、
大山地域、八尾地域、婦中地域、山田地域、細入地域は、
それぞれ１つの地域生活圏として区分します。

（３）　都市構造の将来像
　地域生活圏ごとに、それぞれの地域特性や地域資源を

都心及び地域生活拠点

り、その機能の維持・充実を図ります。
　このため、自然環境共生ゾーンは、中山間地域の農地
を保全し、集落機能の維持を図ります。

（４）　自然環境保全ゾーン
　山間部は、主として森林としての利用がなされ、中部
山岳国立公園や有峰県立自然公園、白木水無県立自然公

園、神通峡県定公園に指定されており、優れた自然環境
や景観を有しており、水源地帯としても重要です。
　自然環境保全ゾーンでは、丘陵及び山間部の森林を維
持しながら、水源の涵養機能や貴重な自然の保全を図り
ます。
　このため、自然環境保全ゾーンは、自然度の高い山間
部等も含めて、良好な自然環境・景観を保全します。

第2節   都市構造形成の基本方針
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生かした魅力や質を高めるまちづくりを進めます。また、
都心と地域生活拠点、地域生活拠点間を結ぶ公共交通の
機能の維持・向上を軸とした、歩いて暮らせるまちづく
りを推進します。都心と各地域生活拠点が有機的に連携
することにより、市域全体として均衡のとれた都市構造
を目指します。
　また、本市の川上から川下までのさまざまな地域の特
性を踏まえ、山・川・海など自然環境との調和を図ると
ともに、自然とまちと人間が共生した自然を守り、育て
るまちづくりを目指します。

２　都心整備の基本方針
　本市の都心は、商業、業務などの都市活動の面で、県
都としての役割や広域中枢の拠点としての役割を担って
います。
　このため、都心が本市の顔として、また、地域文化を
醸成する場所として発展していくためには、多様な人び
とで賑わう魅力あるまちづくりが必要です。

（１）　賑わい拠点の創出
　人が集い、社会的、文化的活動が活発に行われ、都市
活動の中心となるとともに、市全体がより活力ある地域
経済社会を確立していく拠点として、魅力と活力を創出
する市の「顔」にふさわしい都心を形成する。

（２）　就業の場の維持・拡大
　都心は働く場所が集中していることによって、求心性
を維持しています。このため、商業・業務機能の集積に
よる就業の場の維持・拡大を図ります。

（３）　まちなか居住の推進
　�都心の賑わいや活動の基となる定住人口を増加させる
ため、積極的にまちなか居住の推進を図ります。
　また、市街地再開発事業などにより都心型住宅の整備
を図るとともに、生活利便施設の併設など、都心居住者
に対する生活サービスの充実を図ります。

（４）　拠点とネットワーク
　市街地再開発事業などの動きを支援し、整備を円滑に
進めるために、個別の市街地再開発を「拠点」、それらを
連絡する道路などを「ネットワーク」と捉えたまちづく
りを進め、都心全体の機能・空間の質を高めていきます。

（５）　公共交通の利便性の向上
　都心の魅力である充実した交通基盤を生かした公共交
通の活性化により、都心への来街者にとっての利便性の
向上を図るとともに、居住者にとっても暮らしやすい都
心を形成します。

（６）　水と緑の保全・活用
　立山連峰、富山湾、神通川、呉羽丘陵など、どこから
でも自然が感じられることが、本市の特質です。
　都心においても、松川、いたち川、富岩運河環水公園
などの水辺空間が整備されており、城址大通りには豊か
な街路樹が育てられています。
　このような自然環境を大切に保存していくとともに、よ
り積極的に水と緑の環境を享受できるような場所を形成
します。

都心の求心力
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賑わい拠点の
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拠点と
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公共交通の
利便性の向上
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　本市は、これまで、人口の増加とともに薄く広がった
拡散型の市街地を形成してきました。
　今後は、人口減少と少子・超高齢社会の本格的な到来
を見据え、健康・医療・福祉との連携や、農山村部の集
落機能の維持など地域特性にも配慮しながら、各地域の
ストックを生かした、拠点集中型のコンパクトなまちづ
くりを目指し、次のような方針で都市構造を形成してい
きます。

１　拠点の形成と都市構造の将来像
�（１）　都心と地域生活拠点の形成
　本市が、コンパクトなまちづくりを進めていくために
は、これまでのような市街地の拡大傾向を抑制するとと
もに、既成市街地への都市機能の集約を図ることが必要
です。
　また、都市機能の集約にあたっては、本市の顔となる

中心的な拠点を「都心」と位置付けるとともに、市域を
複数の地域生活圏に分割し、地域住民の日常的な生活に
必要な機能が備わっている拠点を「地域生活拠点」と位
置付けます。

（２）　地域生活圏の区分
　地域生活拠点を中心に、地理的・歴史的なつながりを
もった、まとまりのある地域を、地域生活圏と位置付け
ます。
　富山地域では、河川等の地形や小中学校区などを考慮
し、８つの地域生活圏に区分するとともに、大沢野地域、
大山地域、八尾地域、婦中地域、山田地域、細入地域は、
それぞれ１つの地域生活圏として区分します。

（３）　都市構造の将来像
　地域生活圏ごとに、それぞれの地域特性や地域資源を

都心及び地域生活拠点

り、その機能の維持・充実を図ります。
　このため、自然環境共生ゾーンは、中山間地域の農地
を保全し、集落機能の維持を図ります。

（４）　自然環境保全ゾーン
　山間部は、主として森林としての利用がなされ、中部
山岳国立公園や有峰県立自然公園、白木水無県立自然公

園、神通峡県定公園に指定されており、優れた自然環境
や景観を有しており、水源地帯としても重要です。
　自然環境保全ゾーンでは、丘陵及び山間部の森林を維
持しながら、水源の涵養機能や貴重な自然の保全を図り
ます。
　このため、自然環境保全ゾーンは、自然度の高い山間
部等も含めて、良好な自然環境・景観を保全します。

第2節   都市構造形成の基本方針
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生かした魅力や質を高めるまちづくりを進めます。また、
都心と地域生活拠点、地域生活拠点間を結ぶ公共交通の
機能の維持・向上を軸とした、歩いて暮らせるまちづく
りを推進します。都心と各地域生活拠点が有機的に連携
することにより、市域全体として均衡のとれた都市構造
を目指します。
　また、本市の川上から川下までのさまざまな地域の特
性を踏まえ、山・川・海など自然環境との調和を図ると
ともに、自然とまちと人間が共生した自然を守り、育て
るまちづくりを目指します。

２　都心整備の基本方針
　本市の都心は、商業、業務などの都市活動の面で、県
都としての役割や広域中枢の拠点としての役割を担って
います。
　このため、都心が本市の顔として、また、地域文化を
醸成する場所として発展していくためには、多様な人び
とで賑わう魅力あるまちづくりが必要です。

（１）　賑わい拠点の創出
　人が集い、社会的、文化的活動が活発に行われ、都市
活動の中心となるとともに、市全体がより活力ある地域
経済社会を確立していく拠点として、魅力と活力を創出
する市の「顔」にふさわしい都心を形成する。

（２）　就業の場の維持・拡大
　都心は働く場所が集中していることによって、求心性
を維持しています。このため、商業・業務機能の集積に
よる就業の場の維持・拡大を図ります。

（３）　まちなか居住の推進
　�都心の賑わいや活動の基となる定住人口を増加させる
ため、積極的にまちなか居住の推進を図ります。
　また、市街地再開発事業などにより都心型住宅の整備
を図るとともに、生活利便施設の併設など、都心居住者
に対する生活サービスの充実を図ります。

（４）　拠点とネットワーク
　市街地再開発事業などの動きを支援し、整備を円滑に
進めるために、個別の市街地再開発を「拠点」、それらを
連絡する道路などを「ネットワーク」と捉えたまちづく
りを進め、都心全体の機能・空間の質を高めていきます。

（５）　公共交通の利便性の向上
　都心の魅力である充実した交通基盤を生かした公共交
通の活性化により、都心への来街者にとっての利便性の
向上を図るとともに、居住者にとっても暮らしやすい都
心を形成します。

（６）　水と緑の保全・活用
　立山連峰、富山湾、神通川、呉羽丘陵など、どこから
でも自然が感じられることが、本市の特質です。
　都心においても、松川、いたち川、富岩運河環水公園
などの水辺空間が整備されており、城址大通りには豊か
な街路樹が育てられています。
　このような自然環境を大切に保存していくとともに、よ
り積極的に水と緑の環境を享受できるような場所を形成
します。
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都心地区の範囲

※�都心地区は、東側をしののめ通り、西側をけやき通り、南側をあざみ通り、北側をいたち川・富岩運河舟溜りで囲まれる面積
約436haの地区とします。

富山駅
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川魚
津線

(

都)

大
泉
赤
江
線

（都
）草島

東線

(

都)

牛
島
蜷
川
線

(

都)

草
島
西
線(都)綾田北代線線

（都）下赤江新庄線

（都）下新西町
上赤江線

（都）北幹線

(主)立山山田線

（都）針原線

（都）呉羽町袋線

（都）下新町上
野線

(

主)

富山上滝立山線

（
都
）福
島
石
戸
線

（都）総曲輪線

（都）中老田小泉線

（都）塚原羽根線

（主）富山立山魚津線

（都）呉羽町袋線 (主）富山
上市線

富山大橋

北
陸自
動
車
道

富
山
高
山
連
絡
道
路

富山高岡連絡道路

富
山
外
郭
環
状
道
路

（都）富山高
岡８号バイパ

ス線

（都）滑川富山バイパス線

（
都
）呉
羽
町
袋
線

（
都
）県
庁
線

（
都
）中
央
幹
線

富山西ＩＣ

富山ＩＣ

流杉PAスマートIC

富
山
空
港

北陸新幹線

富
山
港

新幹線

地域区分

広域幹線道路
（今後整備 ※事業中含む）
（構　想）
主要幹線道路
（環状道路）
（今後整備 ※事業中含む）
（構　想）
幹線道路
（今後整備 ※事業中含む）
（構　想）

空港
港湾

500 0 50010001500m

　県都としての発展を見据え、道路・鉄道・空路等のさ
まざまな交通手段が選択できる総合的な交通体系の確保
に努めます。
　道路については、北陸自動車道及びその他の国道から
なる広域幹線道路や、都心と地域生活圏を結ぶ放射状道
路、都心への過度な自動車流入を抑制する環状道路、東
西の地域間を連絡する道路などの主要幹線道路による都

市の骨格となる道路網の形成に努めます。
　また、公共交通としては、鉄軌道や都心と地域生活拠
点を結ぶバス路線などの確保に努めるとともに、利便性
の維持・向上を図ります。
　さらに、国内外との広範な交流を展開する上で重要な
基盤である新幹線、空港、港湾といった広域交通施設の
整備・充実を促進します。

第3節   交通体系の整備方針
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都心地区の範囲

※�都心地区は、東側をしののめ通り、西側をけやき通り、南側をあざみ通り、北側をいたち川・富岩運河舟溜りで囲まれる面積
約436haの地区とします。

富山駅

市役所
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富山市都市計画総括図

415

359 41

８

472

472

（主）富山魚津線 （都）水橋滑川線

（一
）辻
ヶ堂
市田
袋線

（
一
）常
願
寺
沖
線

（一）上
市
水
橋
線

（一）流
杉
町
袋
線

（一）三室
荒
屋
富
山
線

（
主
）富
山
笹
津
線

（都）富山空港線

（都
）金
屋線

（
主
）新
湊
平
岡
線

（主）富山
戸出小矢

部線

（
一
）吉
作
小
竹
線

（
都
）大
泉
線

（
都
）下
轡
田
西
本
郷
線

（一）大沢野大山線

新婦広域農道

(主)砺波細入線

新婦第二期広域農道

（
主
）宇
奈
月
大
沢
野
線

（
都
）大
正
町
池
田
町
線

（都）古志松原線

（
主
）富
山
庄
川
線

（
都
）新
保
線

（都
）駅
前出
町線

（
都
）日
方
江
線

（
都
）牛
島
蜷
川
線

（
都
）北
代
線

（都）打出線

（都）五艘大泉線

(都）経堂中間島線

（主
）富山

環状
線

（一）上
滝
山
室
線

（主）
富山外

郭環状
線

富山中部広域農道

（一）下瀬小倉線

（都）荒屋合口用水線

（一）上
滝
山
室
線

（
一
）新
庄
大
山
線

（
主
）富
山
大
沢
野
線

（一）大沢野大山線

新婦第二期広域農道

（主）富
山外郭

環状線
富山中

部広域
農道

(一）小杉吉谷線

（
一
）山
田
諏
訪
線

（一
）清

水
小
滝
谷
線

（
主
）小
杉
婦
中
線

(主)砺波細入線

（都）東老田高岡線

(主)富山小杉線

(都)中老田小泉線

(主)富山高岡線

(主)富山
立山公園

線

(

主)

富
山
八
尾
線

(

都)

東
岩
瀬
線

(

都)

草
島
東
線

(

都)

堀
川
線

(

都)

双
代
線

(

主)

富
山
庄
川
線 (主)立山山田線

（一
）富
山滑
川魚
津線

(
都)

大
泉
赤
江
線

（都
）草島

東線

(

都)

牛
島
蜷
川
線

(
都)
草
島
西
線(都)綾田北代線線

（都）下赤江新庄線

（都）下新西町
上赤江線

（都）北幹線

(主)立山山田線

（都）針原線

（都）呉羽町袋線

（都）下新町上
野線

(

主)

富山上滝立山線

（
都
）福
島
石
戸
線

（都）総曲輪線

（都）中老田小泉線

（都）塚原羽根線

（主）富山立山魚津線

（都）呉羽町袋線 (主）富山
上市線

富山大橋

北
陸自
動
車
道

富
山
高
山
連
絡
道
路

富山高岡連絡道路

富
山
外
郭
環
状
道
路

（都）富山高
岡８号バイパ

ス線

（都）滑川富山バイパス線

（
都
）呉
羽
町
袋
線

（
都
）県
庁
線

（
都
）中
央
幹
線

富山西ＩＣ

富山ＩＣ

流杉PAスマートIC

富
山
空
港

北陸新幹線

富
山
港

新幹線

地域区分

広域幹線道路
（今後整備 ※事業中含む）
（構　想）
主要幹線道路
（環状道路）
（今後整備 ※事業中含む）
（構　想）
幹線道路
（今後整備 ※事業中含む）
（構　想）

空港
港湾

500 0 50010001500m

　県都としての発展を見据え、道路・鉄道・空路等のさ
まざまな交通手段が選択できる総合的な交通体系の確保
に努めます。
　道路については、北陸自動車道及びその他の国道から
なる広域幹線道路や、都心と地域生活圏を結ぶ放射状道
路、都心への過度な自動車流入を抑制する環状道路、東
西の地域間を連絡する道路などの主要幹線道路による都

市の骨格となる道路網の形成に努めます。
　また、公共交通としては、鉄軌道や都心と地域生活拠
点を結ぶバス路線などの確保に努めるとともに、利便性
の維持・向上を図ります。
　さらに、国内外との広範な交流を展開する上で重要な
基盤である新幹線、空港、港湾といった広域交通施設の
整備・充実を促進します。

第3節   交通体系の整備方針
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　本市は、南部の山々を源とした神通川と常願寺川の二
大河川を有しており、これらは中山間地域や田園地帯な
どを潤し、良好な水辺環境を形成しながら海へと注いで
います。この水辺環境を大切な自然資源として保全して
いくよう努めます。
　また、地域住民のレクリエーションや災害時の避難場

所など多様な機能をもつ総合公園や運動公園などを、地
域の特性を生かした緑の拠点として設定するとともに、子
どもから高齢者まで誰もが気軽に憩い楽しむことができ
る身近な公園・緑地の配置に努めます。
　さらに、街路樹の植栽や公共施設の緑化を進め、潤い
のある都市環境の創出を図ります。

総曲輪及び
富山駅周辺

東岩瀬駅周辺

四方の市街地

呉羽駅周辺

南富山駅周辺

水橋の市街地

総合行政センター
及び笹津駅周辺

上滝駅周辺

総合行政センター
及び越中八尾駅周辺

速星駅周辺

総合行政センター
周辺

楡原駅周辺

富山大学周辺

不二越駅周辺総曲輪及び
富山駅周辺

東岩瀬駅周辺

四方の市街地

呉羽駅周辺

南富山駅周辺

水橋の市街地

総合行政センター
及び笹津駅周辺

上滝駅周辺

総合行政センター
及び越中八尾駅周辺

速星駅周辺

総合行政センター
周辺

楡原駅周辺

富山大学周辺

不二越駅周辺

和合公園

岩瀬スポーツ公園
水橋西公園

稲荷公園
城址公園

五福公園

呉羽山公園

城山公園

富山県中央植物園公園

富山南総合公園

富山県総合運動公園
殿様林緑地

長江公園（城東ふれあい公園）

カナルパーク（富岩運河環水公園）

神通川緑地

羽根地区公園
（羽根ピースフル公園）

大沢野運動公園
（大沢野総合運動公園）

城ヶ山公園

北代緑地

北代縄文広場

和合公園

岩瀬スポーツ公園
水橋西公園

稲荷公園
城址公園

五福公園

呉羽山公園

城山公園

富山県中央植物園公園

富山南総合公園

富山県総合運動公園
殿様林緑地

長江公園（城東ふれあい公園）

カナルパーク（富岩運河環水公園）

神通川緑地

羽根地区公園
（羽根ピースフル公園）

大沢野運動公園
（大沢野総合運動公園）

城ヶ山公園

北代緑地

北代縄文広場

地域区分

みどりの拠点

緑化推進拠点

都市計画公園等（近隣公園以上）
（開設済み）
（計画面積に対する
開設済み面積50％以上）
（計画面積に対する
開設済み面積1-50％未満）

森林環境保全地域

500 0 50010001500m

第4節   水と緑の整備方針
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　地方自治体の財政状況が一層厳しくなる中で、人材・
施設・財源などの資源をどのように活用して、いかに大
きな効果をあげるかが課題となっています。
　このため、地域の現状を的確に把握し、限られた資源
をどのように活用し、配分するかという、選択と集中を
徹底していかなければなりません。
　このことから、今後の行政運営では、「どれだけの行政
サービスを提供したか」ではなく、「行政サービスの提供
により市民生活にどのような効果があったか」を重視す

ることが求められています。
　本計画では、各施策の具体的な取り組み方向と合わせ
て、施策を実施することによって得られる成果を表す指
標（数値）を示すことにより、施策の目標を明確にする
こととしています。
　さらに、計画実施過程では、市民意識調査をはじめと
した各種の調査などにより施策の効果の把握に努め、必
要に応じて計画内容の見直しを図るなど、成果を重視し
たまちづくりを推進していくこととしています。

行政マネジメントサイクルのイメージ図

　一つの施策の中で、Plan（計画）か

ら始まり、Do（実施）→Check（評価）
→Action（改善）→Plan（計画）へと
行政マネジメントサイクルを進めてい
きます。このPDCAサイクルを繰り返
すことにより、より効果的で効率的な
執行方法へと改善し、さらなる市民福
祉の向上を図っていきます。

　これまで地域社会を支えてきた地域への愛着心、仲間
意識、相互扶助意識などの連帯意識が、価値観や生活様
式の多様化に伴い希薄化しており、さらに今後進展する
人口減少や高齢化により地域活動を担う人材の確保が困
難となることが懸念されています。
　東日本大震災では、安全、安心な暮らしの確保はもと
より、地域での支え合いや絆などがいかに大切なもので
あるかについて、改めて考えさせられました。
　このことから、地域活動を担う新しい仕組みづくりが
重要となっており、市民と行政が適切に役割分担を行い、
時代に対応した協働の仕組みを構築していく必要があり
ます。
　また、超高齢社会の福祉・医療のあり方を考えるうえで、

今後の取り組みの一つとして、ソーシャルビジネスやコ
ミュニティビジネスによる公益性のある社会経済活動を
支援し、コミュニティ活動を介した都市政策と地域福祉・
地域医療との連携により、ユニバーサルデザインに配慮
した都市を創出し、人々の交流促進によるコミュニティ
の形成や高齢者等の社会参画、さらには健康増進を図る
ことが可能になると考えています。

　本計画では、施策ごとに行政が取り組む事項を「施策
の方向」としてまとめるとともに、「市民に期待する役割」
を示すことにより、市政への市民参画を促し、市民と行
政による協働のまちづくりを目指すこととしています。

市民福祉の向上

実施計画・
予算方針等への反映

成果重視の視点で
指標を用いた
目標値の設定

計画Plan

改善 Action 実施 Do

評価Check
市民の声

（富山市民意識調査など）

市民の視点に立った計画の推進第11章
第1節   協働によるまちづくり

第2節   成果重視のまちづくり
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　本市は、南部の山々を源とした神通川と常願寺川の二
大河川を有しており、これらは中山間地域や田園地帯な
どを潤し、良好な水辺環境を形成しながら海へと注いで
います。この水辺環境を大切な自然資源として保全して
いくよう努めます。
　また、地域住民のレクリエーションや災害時の避難場

所など多様な機能をもつ総合公園や運動公園などを、地
域の特性を生かした緑の拠点として設定するとともに、子
どもから高齢者まで誰もが気軽に憩い楽しむことができ
る身近な公園・緑地の配置に努めます。
　さらに、街路樹の植栽や公共施設の緑化を進め、潤い
のある都市環境の創出を図ります。

総曲輪及び
富山駅周辺

東岩瀬駅周辺

四方の市街地

呉羽駅周辺

南富山駅周辺

水橋の市街地

総合行政センター
及び笹津駅周辺

上滝駅周辺

総合行政センター
及び越中八尾駅周辺

速星駅周辺

総合行政センター
周辺

楡原駅周辺

富山大学周辺

不二越駅周辺総曲輪及び
富山駅周辺

東岩瀬駅周辺

四方の市街地

呉羽駅周辺

南富山駅周辺

水橋の市街地

総合行政センター
及び笹津駅周辺

上滝駅周辺

総合行政センター
及び越中八尾駅周辺

速星駅周辺

総合行政センター
周辺

楡原駅周辺

富山大学周辺

不二越駅周辺

和合公園

岩瀬スポーツ公園
水橋西公園

稲荷公園
城址公園

五福公園

呉羽山公園

城山公園

富山県中央植物園公園

富山南総合公園

富山県総合運動公園
殿様林緑地

長江公園（城東ふれあい公園）

カナルパーク（富岩運河環水公園）

神通川緑地

羽根地区公園
（羽根ピースフル公園）

大沢野運動公園
（大沢野総合運動公園）

城ヶ山公園

北代緑地

北代縄文広場

和合公園

岩瀬スポーツ公園
水橋西公園

稲荷公園
城址公園

五福公園

呉羽山公園

城山公園

富山県中央植物園公園

富山南総合公園

富山県総合運動公園
殿様林緑地

長江公園（城東ふれあい公園）

カナルパーク（富岩運河環水公園）

神通川緑地

羽根地区公園
（羽根ピースフル公園）

大沢野運動公園
（大沢野総合運動公園）

城ヶ山公園

北代緑地

北代縄文広場

地域区分

みどりの拠点

緑化推進拠点

都市計画公園等（近隣公園以上）
（開設済み）
（計画面積に対する
開設済み面積50％以上）
（計画面積に対する
開設済み面積1-50％未満）

森林環境保全地域

500 0 50010001500m

第4節   水と緑の整備方針
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に
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計
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　地方自治体の財政状況が一層厳しくなる中で、人材・
施設・財源などの資源をどのように活用して、いかに大
きな効果をあげるかが課題となっています。
　このため、地域の現状を的確に把握し、限られた資源
をどのように活用し、配分するかという、選択と集中を
徹底していかなければなりません。
　このことから、今後の行政運営では、「どれだけの行政
サービスを提供したか」ではなく、「行政サービスの提供
により市民生活にどのような効果があったか」を重視す

ることが求められています。
　本計画では、各施策の具体的な取り組み方向と合わせ
て、施策を実施することによって得られる成果を表す指
標（数値）を示すことにより、施策の目標を明確にする
こととしています。
　さらに、計画実施過程では、市民意識調査をはじめと
した各種の調査などにより施策の効果の把握に努め、必
要に応じて計画内容の見直しを図るなど、成果を重視し
たまちづくりを推進していくこととしています。

行政マネジメントサイクルのイメージ図

　一つの施策の中で、Plan（計画）か

ら始まり、Do（実施）→Check（評価）
→Action（改善）→Plan（計画）へと
行政マネジメントサイクルを進めてい
きます。このPDCAサイクルを繰り返
すことにより、より効果的で効率的な
執行方法へと改善し、さらなる市民福
祉の向上を図っていきます。

　これまで地域社会を支えてきた地域への愛着心、仲間
意識、相互扶助意識などの連帯意識が、価値観や生活様
式の多様化に伴い希薄化しており、さらに今後進展する
人口減少や高齢化により地域活動を担う人材の確保が困
難となることが懸念されています。
　東日本大震災では、安全、安心な暮らしの確保はもと
より、地域での支え合いや絆などがいかに大切なもので
あるかについて、改めて考えさせられました。
　このことから、地域活動を担う新しい仕組みづくりが
重要となっており、市民と行政が適切に役割分担を行い、
時代に対応した協働の仕組みを構築していく必要があり
ます。
　また、超高齢社会の福祉・医療のあり方を考えるうえで、

今後の取り組みの一つとして、ソーシャルビジネスやコ
ミュニティビジネスによる公益性のある社会経済活動を
支援し、コミュニティ活動を介した都市政策と地域福祉・
地域医療との連携により、ユニバーサルデザインに配慮
した都市を創出し、人々の交流促進によるコミュニティ
の形成や高齢者等の社会参画、さらには健康増進を図る
ことが可能になると考えています。

　本計画では、施策ごとに行政が取り組む事項を「施策
の方向」としてまとめるとともに、「市民に期待する役割」
を示すことにより、市政への市民参画を促し、市民と行
政による協働のまちづくりを目指すこととしています。

市民福祉の向上

実施計画・
予算方針等への反映

成果重視の視点で
指標を用いた
目標値の設定

計画Plan

改善 Action 実施 Do

評価Check
市民の声

（富山市民意識調査など）

市民の視点に立った計画の推進第11章
第1節   協働によるまちづくり

第2節   成果重視のまちづくり
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　後期基本計画期間における事業費は、159,149百万円程度と見込んでいます。

　事業費の額は、後期基本計画期間において、市が支出
する経費の概算を示すものです。また、この事業費は、行
政需要の推移や国・県の施策の動向、市の財政事情など
により変動します。

　このことから、事業費はそれぞれの計画項目に関する
市の財政措置の一応の目安として算定したものです。
　なお、事業費の額は、計画期間中の価格変動は見込ま
ないものとしています。

１　まちづくりの目標別の事業費

２　事業費の性格

後期基本計画における事業費 （百万円）

まちづくりの目標 平成24～ 28年度
事業費

事業費内訳
一般会計分 特別・企業会計分

Ⅰ人が輝き安心して暮らせるまち 40,813 40,479 334
Ⅱすべてにやさしい安全なまち 56,589 15,248 41,341
Ⅲ都市と自然が調和した潤いが実感できるまち 48,779 48,779 0
Ⅳ個性と創造性に満ちた活力あふれるまち 12,719 8,384 4,335
Ⅴ新しい富山を創る協働のまち 249 249 0

計 159,149 113,139 46,010

　まちづくりの目標別事業費算出の前提となる後期基本
計画期間の財政見通しは、次のとおりです。
　なお、この財政見通しでは、税制や地方財政対策、社
会保障制度など、今後の制度改正等が不明確なものは、現
行制度が継続するものとして試算しています。
　また、本市の収入の大宗を占める市税については、平
成24年度見込額を基準として年平均0.5％程度の伸び率を
想定しました。

３　財政規模の試算

財政見通し（一般会計）　 （百万円、％）

平成24～
28年度
合計額

構成比

歳

　入

一 般 財 源 499,598 59.4

う ち 市 税 354,315 42.1

うち地方交付税 108,894 12.9

国・ 県 支 出 金 149,387 17.8

市 債 119,965 14.2

うち臨時財政対策債 38,190 4.5

そ の 他 歳 入 72,164 8.6

歳 入 合 計 841,114 100.0

歳

　出

義 務 的 経 費 387,405 46.1

う ち 人 件 費 138,718 16.5

う ち 扶 助 費 127,187 15.1

う ち 公 債 費 121,500 14.5

投 資 的 経 費 126,063 15.0

そ の 他 経 費 327,646 38.9

歳 出 合 計 841,114 100.0

財政の見通し第12章

後期基本計画（各論）

右ページ

後期基本計画（各論）

右ページ


